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厚 生 労 働 省 発 表 職 業 安 定 局 雇 用 保 険 課

平 成 1 8 年 8 月 4 日 課 長 宮 川 晃

課長補佐 田 中 仁 志

電 話 5253-1111（内線）5761

夜間直通 3502-6771

雇用保険部会の中間報告について

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（部会長 諏訪康雄法政大学教授）に

おいては、平成18年3月3日以降、雇用保険制度の見直しについて議論を重ねてきたと

ころであるが、今般、その中間的な結果を別添「雇用保険制度の見直しについて（中

間報告）」としてとりまとめた。

雇用保険部会としては、この内容を労働政策審議会職業安定分科会（分科会長 諏

訪康雄法政大学教授）に報告の上、引き続き雇用保険制度の見直しについて議論を深

める予定である。

（報告の概要）

第１ 雇用保険制度の現状

１ 雇用保険財政の現状

２ 雇用保険制度をめぐる最近の動き

第２ 雇用保険制度の見直しに当たっての視点

１ 適用

① 短時間労働被保険者の被保険者資格区分をなくし、一般被保険者として

一本化するとともに、通常の労働者と短時間労働被保険者の受給資格要件

（通常6月・月14日以上、短時間12月・月11日以上）を一本化することが適

当ではないか。その際、受給資格要件については、循環的な給付を防ぐ観

点から、特定受給資格者は6月、それ以外の者は12月とすることについてど

う考えるか。

② マルチジョブホルダー等就業形態の多様化に対応した雇用保険の適用範

囲について、さらに議論すべきではないか。

③ 労働政策の対象年齢との関連も念頭に置きつつ、65歳以降の対処につい

て検討する必要はないか。
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２ 失業等給付

（１）基本手当

① 基本手当の所定給付日数及び日額水準については、平成12年及び15年

の雇用保険法改正により受給者の早期再就職の促進等の観点から大幅な

見直しを行ったが、これらについて、現段階で変更する必要はないので

はないか。

② 賃金日額の算定の在り方や、特定受給資格者の判定の在り方、給付制

限の運用の在り方について検討する必要はないか。

（２）特例一時金

① 循環的な給付である特例一時金については、引き続き検討が必要であ

るが、少なくとも、一般被保険者の受給資格要件、給付内容とのバラン

ス等を考慮した見直しは行うべきではないか。

② 積雪寒冷地等の地域雇用対策を見直すべきではないか。

（３）教育訓練給付

教育訓練がさらに効果的なものとなるよう、給付の在り方について検討

すべきではないか。

（４）高年齢雇用継続給付

① 改正高年齢者雇用安定法等を踏まえ、今後の方向性を検討する必要は

ないか。

② 少なくとも、平成25年度以降は原則廃止することを前提に、これに向

けた方策を検討する必要はないか。その際、激変を避ける観点からの検

討をする必要はないか。

（５）育児休業給付

① 育児休業給付の支給要件等について、検討する必要はないか。

② 育児休業の取得を促進する方策について、検討する必要はないか。

３ 雇用保険三事業

① 雇用保険三事業の見直し整理案（平成18年7月26日雇用保険三事業見直し

検討会）を踏まえ、雇用福祉事業の廃止等雇用保険三事業の在り方を検討

すべきではないか。

② 雇用保険三事業の保険料率について、保険料負担者の負担軽減をより機

動的に図る等の観点から、弾力条項の発動基準等の在り方について検討す

べきではないか。

４ 財政運営

（１）総論

平成15年度改正の経緯を振り返ると、雇用保険が将来にわたり雇用のセ

ーフティーネットとして安定的に機能するよう制度の健全な運営を確保す

ることが何よりも重要ではないか。
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（２）国庫負担

① 国の雇用対策に係る責任と国庫負担の関係についてどう考えるか。

② 行革推進法の趣旨を踏まえつつ、当部会でのこれまでの議論等（※）

を念頭に、失業等給付に係る国の責任について検討すべきではないか。

③ 暫定措置としての対応についてどう考えるか。

（※）国庫負担に係る主な議論等

a 雇用については国にも責任があるということから国庫負担を入れてい

るのは明確であり、国庫負担の全廃は国の雇用対策に係る責任放棄につ

ながり、不適切ではないか。

b 諸外国との比較を行うのであれば、雇用（失業）保険の他に国庫によ

る失業扶助制度を考慮すべきではないか。

c 労使と国がそれぞれ応分の負担を行う観点からは、国庫負担を1/3と

することが本来あるべき姿ではないか。

d 自発的離職者に対する基本手当等各種給付の国庫負担の在り方につい

て、検討すべきではないか。

e 経済の不確定性が高まる中、セーフティネットとして国庫負担の必要

性は高まるのではないか。

f 緊急時にむやみに国庫負担の割合を高めると、モラルハザードが起き

ないか。

g 積立金は保険料の剰余が積み上がったものであり、国庫負担とは本来

関連性はないのではないか。

（３）保険料率

① 失業等給付の保険料率について、制度の健全な運営を確保しつつ、保

険料負担者の負担軽減を図る等の観点から、弾力条項の発動基準等の在

り方について検討すべきではないか。

② 雇用保険三事業の保険料率について、保険料負担者の負担軽減をより

機動的に図る等の観点から、弾力条項の発動基準等の在り方について検

討すべきではないか。 (再掲）



当部会では、平成１８年３月３日以降、雇用保険制度の見直しについて議論を重ね

てきたところであるが、今般、その中間的な結果を「雇用保険の見直しについて（中

間報告）」としてとりまとめたので報告する。

平成１８年８月４日

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

部 会 長 諏 訪 康 雄

労働政策審議会職業安定分科会

分科会長 諏 訪 康 雄 殿



雇用保険制度の見直しについて

（ 中 間 報 告 ）

平成１８年８月４日



雇用保険制度の見直しについて（中間報告）

第１ 雇用保険制度の現状

１ 雇用保険財政の現状

（１）失業等給付の状況

○ 現下の雇用失業情勢は、厳しさが残るものの、改善が進んでいる（完全失業

率は、平成 年度 、 年度 、 年度 ）。15 5.1% 16 4.6% 17 4.3%
○ こうした雇用失業情勢の改善や、平成 年の雇用保険法改正（以下「平成15

年改正」という。）による給付の重点化等により、給付の太宗を占める基本15
手当の受給者実人員は減少してきており、平成 年度 万 千人（対前年度15 83 9
比 減）、 年度 万 千人（同 減）、 年度 万 千人（同19.9% 16 68 2 18.8% 17 62 8

減）となった。7.9%
○ 失業等給付に係る財政状況をみると、以上の受給者減や、平成 年改正に15

15 15よる給付の見直し等を背景として、収支は平成 年度からプラスに転じ、

年度の差引剰余は 億円、 年度は 億円となり、 年度も引き続4,000 16 7,962 17
きプラスを維持したものと見込まれる。これにより積立金残高も増加し、 年15
度末は 億円、 年度末は 億円となり、 年度末にはこれがさら8,064 16 16,026 17
に増加したものと見込まれる（ 年度末（予算ベース）では約２兆５千億円）。18

○ このように、失業等給付に係る財政状況は、平成 年度末には積立金残高14
が 億円と、積立金が枯渇しかねなかった状況から急速に改善している。4,064

（２）雇用保険三事業の状況

○ 雇用保険三事業については、雇用失業情勢や事業実績等を勘案して毎年見直

しを進めている。特に平成16年度を初年度としていわゆるＰＤＣＡサイクルに

よる目標管理を徹底してきており、雇用失業情勢の改善傾向と相まって、その

13支出は減少傾向にある。予算ベースでみると、雇用保険三事業の支出額は

6 12 7,208 18年度以降 年連続してマイナスであり、 年度の予算額 億円に対し

年度は 億円と、この 年間で約 割の水準まで減少してきている。4,167 7 6
○ このため、雇用保険三事業に係る財政状況についても、平成 年度の差引15
剰余が 億円（同年度末の安定資金残高 億円）、 年度が 億円999 4,010 16 1,301
（同 億円）となるなど、失業等給付に係る財政状況と同様に改善傾向に5,312
ある。

２ 雇用保険制度をめぐる最近の動き

（１）１でみたように、雇用保険制度の財政状況は全体として改善傾向にある。しか

しながら、一方で我が国財政は主要先進国中で最悪の状況にあり、財政構造改革
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を進めることが喫緊の課題となっている。

特別会計については、その内容が分かりにくいことに加え、固有の財源等をも

って不要不急の事業が行われているのではないか等の問題点が指摘され、抜本的

な見直しが不可欠とされる中で、労働保険特別会計で実施する雇用保険事業に対

しても、以下のとおりの財政制度等審議会報告、閣議決定が行われた。

○ 「雇用保険等については、現時点においても、セーフティネットとして国と

して行う必要性が認められるとともに、保険料財源を中心に運営されているこ

とから区分経理の必要性も認められる。

しかしながら、雇用保険三事業については、近年の雇用失業情勢に照らし、

保険料財源を使って安易に事業を進めるなど本来の目的を逸しているものもあ

るのではないかとの批判がある。このため、これら事業については、真に雇用

・就業に資するかどうかという観点から、目標管理の手法を活用するなどの取

組も進められているが、単なる事業の効果の評価にとどまることなく、事業の

そもそもの必要性にまで遡り、それぞれの事業の廃止を含めた見直しにより、

事業全体の更なる縮減・合理化を厳しく行っていくべきである。

なお、雇用保険制度の根幹である失業等給付が労使の共同連帯による保険制

度であることや、諸外国における国庫負担率に鑑みれば、雇用保険制度全体に

ついても、国庫負担の在り方も含め見直しを検討すべきである。」（「特別会

計の見直しについて －制度の再点検と改革の方向性－」（平成 年 月17 11
日財政制度等審議会報告））21

○ 「労働保険特別会計については、原則として純粋な保険給付事業に限り本特

別会計にて経理するものとし、労働福祉事業及び雇用保険３事業については、

廃止も含め徹底的な見直しを行うものとする。また、失業給付事業における国

庫負担の在り方については、廃止を含め検討するものとする。」（「行政改革

の重要方針」（平成 年 月 日閣議決定））17 12 24
（２）「行政改革の重要方針」の閣議決定を受け、先の通常国会に政府案として提出

され成立した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」（平成 年法律第 号）（以下「行革推進法」という。）においては、第18 47
条として以下のような規定が設けられた。23

○ 「労働保険特別会計において経理される事業は、労災保険法の規定による保

険給付に係る事業及び雇用保険法の規定による失業等給付に係る事業に限るこ

とを基本とし、労災保険法の規定による労働福祉事業並びに雇用保険法の規定

による雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業については、廃止を含め

た見直しを行うものとする。」（第 条第 項）23 1
○ 「雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担（失業等給付に係るものに限

る。）の在り方については、廃止を含めて検討するものとする。」（第 条23
第 項）2

（３）さらに、本年 月 日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基7 7
本方針 」（「基本方針 」）においては、歳出・歳入一体改革で財政健2006 2006
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全化の努力を中長期的に維持・強化していくことが改革の基本とされ、社会保障

分野における歳出抑制策として、雇用保険制度についても、以下のような内容が

盛り込まれている。

○ 「失業等給付の国庫負担の在り方については、「廃止を含めて検討する」と

いう「行政改革推進法」の趣旨を踏まえ、かつ、昨今の雇用保険財政の状況（

積立金2.5兆円）にかんがみ、2007年度において、廃止を含む見直しを行う。」

第２ 雇用保険制度の見直しに当たっての視点

① 第１に掲げた雇用保険制度の現状、② 平成 年 月 日付け当部会報14 12 26
告において「今後の課題」とされた諸課題、③ 昨年 月 日に「雇用政策研究7 27
会」（注）報告においてとりまとめられた、人口減少下において経済社会の停滞を

回避し、働く意欲と能力があるすべての人が可能な限り働ける社会の構築を目指す

という今後 年間の雇用政策全体の方向性、④ 改正高年齢者雇用安定法の施行10
等平成 年改正以降の雇用対策の動向等を踏まえ、雇用保険制度全体の在り方に15
ついて当部会において議論を進めてきたところであるが、これまでの議論等を現時

点でまとめると、以下のとおりとなる。

今後、これらの論点について、さらに具体的な検討を深めていく必要がある。

なお、以下は、今後新たな論点について議論することを妨げるものではない。

（注）厚生労働省職業安定局長が参集を委嘱した学識経験者（ 名）による研究会（座長：小野旭14

（独）労働政策研究・研修機構理事長）

１ 適用

① 短時間労働被保険者の被保険者資格区分をなくし、一般被保険者として一本化

するとともに、通常の労働者と短時間労働被保険者の受給資格要件（通常 月・6
月 日以上、短時間 月・月 日以上）を一本化することが適当ではないか。14 12 11
その際、受給資格要件については、循環的な給付を防ぐ観点から、特定受給資格

者は 月、それ以外の者は 月とすることについてどう考えるか。6 12
② マルチジョブホルダー等就業形態の多様化に対応した雇用保険の適用範囲につ

いて、さらに議論すべきではないか。

③ 労働政策の対象年齢との関連も念頭に置きつつ、 歳以降の対処について検討65
する必要はないか。

２ 失業等給付

（１）基本手当

① 基本手当の所定給付日数及び日額水準については、平成 年及び 年の雇用12 15
保険法改正により受給者の早期再就職の促進等の観点から大幅な見直しを行った
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が、これらについて、現段階で変更する必要はないのではないか。

② 賃金日額の算定の在り方や、特定受給資格者の判定の在り方、給付制限の運用

の在り方について検討する必要はないか。

（２）特例一時金

① 循環的な給付である特例一時金については、引き続き検討が必要であるが、

少なくとも、一般被保険者の受給資格要件、給付内容とのバランス等を考慮し

た見直しは行うべきではないか。

② 積雪寒冷地等の地域雇用対策を見直すべきではないか。

（３）教育訓練給付

教育訓練がさらに効果的なものとなるよう、給付の在り方について検討すべき

ではないか。

（４）高年齢雇用継続給付

① 改正高年齢者雇用安定法等を踏まえ、今後の方向性を検討する必要はないか。

② 少なくとも、平成 年度以降は原則廃止することを前提に、これに向けた25
方策を検討する必要はないか。その際、激変を避ける観点からの検討をする必

要はないか。

（５）育児休業給付

① 育児休業給付の支給要件等について、検討する必要はないか。

② 育児休業の取得を促進する方策について、検討する必要はないか。

３ 雇用保険三事業

① 雇用保険三事業の見直し整理案（平成 年 月 日雇用保険三事業見直し18 7 26
検討会）を踏まえ、雇用福祉事業の廃止等雇用保険三事業の在り方を検討すべ

きではないか。

② 雇用保険三事業の保険料率について、保険料負担者の負担軽減をより機動的

に図る等の観点から、弾力条項の発動基準等の在り方について検討すべきでは

ないか。

４ 財政運営

（１）総論

平成 年度改正の経緯を振り返ると、雇用保険が将来にわたり雇用のセーフ15
ティーネットとして安定的に機能するよう制度の健全な運営を確保することが何

よりも重要ではないか。

（２）国庫負担

① 国の雇用対策に係る責任と国庫負担の関係についてどう考えるか。

② 行革推進法の趣旨を踏まえつつ、当部会でのこれまでの議論等（※）を念頭

に、失業等給付に係る国の責任について検討すべきではないか。

③ 暫定措置としての対応についてどう考えるか。
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（※）国庫負担に係る主な議論等

a 雇用については国にも責任があるということから国庫負担を入れているのは

明確であり、国庫負担の全廃は国の雇用対策に係る責任放棄につながり、不適

切ではないか。

b 諸外国との比較を行うのであれば、雇用（失業）保険の他に国庫による失業

扶助制度を考慮すべきではないか。

c 労使と国がそれぞれ応分の負担を行う観点からは、国庫負担を1/3とするこ

とが本来あるべき姿ではないか。

d 自発的離職者に対する基本手当等各種給付の国庫負担の在り方について、検

討すべきではないか。

e 経済の不確定性が高まる中、セーフティネットとして国庫負担の必要性は高

まるのではないか。

f 緊急時にむやみに国庫負担の割合を高めると、モラルハザードが起きないか。

g 積立金は保険料の剰余が積み上がったものであり、国庫負担とは本来関連性

はないのではないか。

（３）保険料率

① 失業等給付の保険料率について、制度の健全な運営を確保しつつ、保険料負

担者の負担軽減を図る等の観点から、弾力条項の発動基準等の在り方について

検討すべきではないか。

② 雇用保険三事業の保険料率について、保険料負担者の負担軽減をより機動的

に図る等の観点から、弾力条項の発動基準等の在り方について検討すべきでは

。 (再掲）ないか
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労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

における検討状況

○ 第２３回（平成１８年３月３日（水 ））

・ 雇用保険制度の見直しについて（制度全般）

○ 第２４回（平成１８年４月２８日（金 ））

・ 雇用保険制度の見直しについて（適用関係、失業等給付及

び財政運営）

○ 第２５回（平成１８年５月２５日（木 ））

・ 雇用保険制度の見直しについて（適用関係、失業等給付及

び財政運営）

○ 第２６回（平成１８年６月２９日（木 ））

・ 雇用保険制度の見直しについて（これまでの主な議論等に

ついて）

○ 第２７回（平成１８年７月２８日（金 ））

・ 雇用保険制度の見直しについて（雇用保険三事業及び中間

報告（案）について）

○ 第２８回（平成１８年８月４日（金 ））

・ 雇用保険制度の見直しについて（中間報告（案）について）
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雇用保険部会所属委員等名簿

（五十音順）

［平成18年6月6日現在］

公 益 代 表

大 沢 真知子 日 本 女 子 大 学 人 間 社 会 学 部 教 授
お お さ わ ま ち こ

○ 諏 訪 康 雄 法 政 大 学 大 学 院 政 策 科 学 研 究 科 教 授
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雇 用 保 険 制 度 の 概 要

１ 制度の概要

( ) 雇用保険は、1
① 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困

難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、

生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために を支給するとともに、失業等給付

② 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上そ

の他労働者の福祉の増進を図るための を行う、三事業

雇用に関する総合的機能を有する制度である。

( ) 雇用保険は、一部の事業（農林水産業の個人事業で常時５人以上を雇用する事業以2
外＝暫定任意適用事業）を除き、労働者（注）が雇用される事業を強制適用事業として

いる。

注）週所定労働時間 時間未満の者や、家計補助的、臨時内職的に就労する者は含まない。20

一般求職者給付（基本手当等）

1/4国庫負担

高年齢求職者給付（高年齢求職者給付金）

求職者給付 国庫負担なし

短期雇用特例求職者給付（特例一時金）

1/4失業等給付 国庫負担

日雇労働求職者給付（日雇労働求職者給付金）

1/3＊保険料は 国庫負担

労使折半 就職促進給付（就業促進手当等）

＊国庫負担 国庫負担なし

あり 教育訓練給付（教育訓練給付金）

国庫負担なし

高年齢雇用継続給付

（高年齢雇用継続基本給付金等）

雇用保険 雇用継続給付

国庫負担 育児休業給付（育児休業基本給付金等）1/8

介護休業給付（介護休業給付金）

雇用安定事業（雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、

労働移動助成金等）三 事 業

＊保険料は 能力開発事業（キャリア形成促進助成金、職業能力開発施設の

事業主負 設置・運営等）

担のみ

＊国庫負担 雇用福祉事業（労働者の就職、雇入れ等についての援助等）

なし
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２ 失業等給付の概要

( ) 基本手当1
一般被保険者が失業した場合において、離職の日前１年間に被保険者期間が６月以上

ある場合には、４週間に１回、公共職業安定所において、失業状態にあることの認定を

行った上で基本手当が支給される。

注 「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわ）

らず、職業に就くことができない状態にあることをいう （雇用保険法第４条第２項）」

、 、支給額は日額及び日数として定められ 基本手当日額は離職前賃金の原則 ～80 50%
所定給付日数は、定年退職者を含め離職前から予め再就職の準備ができるような者に対

しては 日～ 日（一般の離職者 、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間90 150 ）

的余裕なく離職を余儀なくされた者（特定受給資格者）に対しては 日～ 日とな90 330
っている。

イ 基本手当の年齢別上限額

年 齢 区 分 賃金日額上限額 基本手当日額上限額

30歳未満 12,790円 6,395円

30歳以上45歳未満 14,200円 7,100円

45歳以上60歳未満 15,620円 7,810円

60歳以上65歳未満 15,130円 6,808円

ロ 基本手当の給付率

（ 歳未満）60

賃 金 日 額 給 付 率 基 本 手 当 日 額

2,080円～ 4,100円 ８０％ 1,664円～ 3,280円

4,100円～11,870円 ８０～５０％ 3,280円～ 5,935円

11,870円～15,620円 ５０％ 5,935円～ 7,810円

（ 歳以上 歳未満）60 65

賃 金 日 額 給 付 率 基 本 手 当 日 額

2,080円～ 4,100円 ８０％ 1,664円～ 3,280円

4,100円～10,640円 ８０～４５％ 3,280円～ 4,788円

10,640円～15,130円 ４５％ 4,788円～ 6,808円
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ハ 給付日数（原則）

(ｲ) 倒産、解雇等による離職者（(ﾊ)を除く）

１年以上 ５年以上 10年以上被保険者であった
１年未満 20年以上期間

区分 ５年未満 10年未満 20年未満

30歳未満 90日 120日 180日 －

30歳以上35歳未満 90日 180日 210日 240日

35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日

45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日

60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

(ﾛ) 自己都合離職者（(ﾊ)を除く）

１年以上 ５年以上 10年以上被保険者であった
１年未満 20年以上期間

区分 ５年未満 10年未満 20年未満

全年齢 90日 90日 120日 150日

(ﾊ) 就職困難な者（障害者等）

１年以上 ５年以上 10年以上被保険者であった
１年未満 20年以上期間

区分 ５年未満 10年未満 20年未満

45歳未満 300日
150日

45歳以上65歳未満 360日

ニ 給付日数（特例）

(ｲ) 訓練延長給付

受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に、

訓練終了までの間、その者の所定給付日数を超えて基本手当が支給される。

なお、平成 年度末までの暫定措置として、 歳以上 歳未満の受給資格者19 35 60
については、複数回の公共職業訓練等の受講を指示することができる。

(ﾛ) 広域延長給付

厚生労働大臣が指定した地域において、広域職業紹介により職業のあっせんを受

けることが適当と公共職業安定所長が認定する受給資格者について、所定給付日数

を 日超えて基本手当が支給される。90
(ﾊ) 全国延長給付

失業の状況が全国的に著しく悪化し、一定の基準（基本受給率４％超）を満たす

場合に、全ての受給資格者について所定給付日数を 日超えて基本手当が支給さ90
れる。
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( ) 高年齢求職者給付金2
同一の適用事業主に 歳以前から引き続いて雇用されている 歳以上の被保険者65 65

（高年齢継続被保険者）が失業した場合において、離職の日前１年間に被保険者期間が

６月以上ある場合には、公共職業安定所において失業認定を行った上で、基本手当日額

の一定日数分の一時金が支給される。

被保険者であった期間 １年未満 １年以上

高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分

( ) 特例一時金3
季節的に雇用される者（短期雇用特例被保険者）が失業した場合において、離職の日

前１年間に被保険者期間が６月（注）以上ある場合には、公共職業安定所において失業

認定を行った上で、基本手当日額の 日分の特例一時金が支給される。50
注）雇用保険法附則第３条の規定により、実質的には４月と 日で足りる。22

( ) 日雇労働求職者給付金4
日々雇用される者又は 日以内の期間を定めて雇用される者（日雇労働被保険者）30

が失業した場合において、失業の日の属する月の前２月において通算して 日分以上26
の印紙保険料が納付されている場合には、公共職業安定所において失業認定を行った上

で、日雇労働求職者給付金が支給される。

等 級 給 付 金 日 額 賃 金 日 額 区 分

第１級 7,500円 11,300円以上

第２級 6,200円 8,200円以上11,300円未満

第３級 4,100円 8,200円未満

( ) 就業促進手当5
イ 就業手当

所定給付日数の３分の１以上、かつ、 日以上を残して早期に就業（再就職手当45
の対象となる就職を除く ）をした場合には、就業日ごとに基本手当日額（ 円。 5,935
（ ～ 歳は 円）を上限とする ）の 相当額が支給される。60 64 4,788 30%。

ロ 再就職手当

所定給付日数の３分の１以上、かつ、 日以上を残して早期に安定的な職業に再45
30 5,935 60 64 4,788就職した場合には 支給残日数の ％に基本手当日額 円 ～ 歳は、 （ （

円）を上限とする ）を乗じた額の一時金が支給される。。

ハ 常用就職支度手当

障害者 歳以上の再就職援助計画対象者等が安定的な職業に再就職した場合 ロ、 （45
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の再就職手当を受けられる場合を除く ）には、支給残日数の ％に基本手当日額。 30
（ 円（ ～ 歳は 円）を上限とする ）を乗じた額の一時金が支給さ5,935 60 64 4,788 。

れる。

( ) 教育訓練給付金6
イ 支給対象者

次のいずれかに該当する者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した

場合、支給要件期間（注１）が３年以上あるときに、当該教育訓練に要した費用に応

じて教育訓練給付金が支給される。

(ｲ) 教育訓練を開始した日に一般被保険者である者。

(ﾛ) (ｲ)以外の者であって、教育訓練を開始した日が一般被保険者でなくなってから

１年以内（適用対象期間（注２）の延長が行われた場合には最大４年以内）にある

者。

注１）教育訓練を開始する日までの通算した被保険者であった期間。なお、過去に教育訓練給付

金の支給を受けたことがある場合は、支給に係る教育訓練を開始した日前の期間は、支給要件

期間には算入されない。

注２）一般被保険者でなくなってから１年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に

より引き続き 日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、教育訓練の受30
講開始期限を延長することができる。

ロ 給付額

支給要件期間の区分に応じ、下記のとおり。

(ｲ) ３年以上５年未満 教育訓練に要した費用の ％（上限 万円）20 10
(ﾛ) ５年以上 教育訓練に要した費用の ％（上限 万円）40 20

( ) 高年齢雇用継続給付7
被保険者であった期間が５年以上ある 歳以上 歳未満の労働者であって、各月60 65

に支払われる賃金が 歳時点の賃金の ％未満である者には、高年齢雇用継続給付60 75
（高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金）が支給される。

イ 支給対象者

歳時点に対して賃金額が ％を超えて低下した状態で雇用を継続する高年齢者60 25
（被保険者であった期間が５年以上ある 歳以上 歳未満の被保険者 。60 65 ）

ロ 給付額

60 15 60 70.15歳以後の各月の賃金の ％（賃金と給付の合計額が 歳時点の賃金の

％を超え ％未満の場合は逓減した率 。75 ）

賃金と給付の合計が月額 万 円を超える場合は、超える額を減額。34 733

ハ 支給期間

歳に達するまでの期間（基本手当等受給後に再就職した場合は、基本手当の支65
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給残日数 日以上は２年間、 日以上は１年間 。200 100 ）

注）同一の再就職について、再就職手当と高年齢再就職給付金は併給されない。

( ) 育児休業給付8
１歳（その子が 歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のため1

に特に必要と認められる場合には 歳半）未満の子を養育するため育児休業をした被1
保険者であって、育児休業開始前２年間にみなし被保険者期間（賃金支払の基礎となっ

た日数が 日以上ある月）が 月以上ある者には、育児休業給付（育児休業基本給11 12
付金、育児休業者職場復帰給付金）が支給される。

イ 休業前賃金の ％相当額を支給（ ％相当額を休業期間中に支給し、残額は育児40 30
休業後６月間被保険者として雇用された場合に支給 。）

ロ 賃金と給付の合計額が休業前賃金の ％を超える場合は、超える額を減額。80

( ) 介護休業給付9
家族の介護を行うため介護休業をした被保険者であって、介護休業開始前２年間にみ

なし被保険者期間（賃金支払の基礎となった日数が 日以上ある月）が 月以上あ11 12
る者には、介護休業給付金が支給される。

イ 休業前賃金の ％相当額を支給。40
ロ 賃金と給付の合計額が休業前賃金の ％を超える場合は、超える額を減額。80

３ 雇用保険三事業の概要

( ) 雇用安定事業1

賃金額＋給付額 

賃金額 

70.15% 
75% 

100% 

（注）パーセンテージは60歳時点の賃金に対する割合である。 

高年齢雇用継続給付

（０．１５Ｗ） 

賃金（Ｗ） 

61% 100% 75% 
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被保険者等に関し失業の予防を図るとともに、雇用状態の是正、雇用機会の増大等雇

用の安定を図る。

( ) 能力開発事業2
職業訓練施設の整備、労働者の教育訓練受講の援助など、職業生活の全期間を通じた

労働者の能力開発・向上を図る。

( ) 雇用福祉事業3
労働者の職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他福祉の増進を図る。

４ 費用の負担

求職者給付（高年齢求職者給付金を除く ）及び雇用継続給付に要する費用は労使が負。

担する保険料と国庫負担により賄い、高年齢求職者給付金及び教育訓練給付に要する費用

は労使が負担する保険料のみにより賄い、三事業に要する費用は全額事業主のみが負担す

る保険料により賄われる。

( ) 保険料1

事業主負担 労働者負担 計

8 8 16
失業等給付のための保険料

1,000 1,000 1,000

3.5 3.5
三事業のための保険料 なし

1,000 1,000

11.5 8 19.5
計

1,000 1,000 1,000

( ) 国庫負担2
イ 高年齢求職者給付金及び日雇労働求職者給付金以外の求職者給付にあっては、これ

に要する費用の４分の１を負担する。

ロ 日雇労働求職者給付金にあっては、これに要する費用の３分の１を負担する。

ハ 雇用継続給付にあっては、これに要する費用の８分の１を負担する。
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雇用保険料及び国庫負担の推移

雇 用 保 険 料
国庫負担率

失業等給付保険料率 三事業保険料率
（労使折半） （使用者負担）

22 22 1
失業保険(昭22)

1,000 1,000 3

20 20
(昭24)

1,000 1,000

16 16
(昭27)

1,000 1,000

1
(昭34)

4

14 14
(昭35)

1,000 1,000

13 13
(昭45)

1,000 1,000

13 10 3.0
雇用保険(昭50)

1,000 1,000 1,000

13.5 3.5
(昭53) (法改正)

1,000 1,000

14.5 11
(昭54) (法改正)

1,000 1,000

14.0 3.0
(昭56) (弾力)

1,000 1,000

14.5 3.5
(昭57) (弾力)

1,000 1,000

14.0 3.0
(昭61) (弾力)

1,000 1,000

14.5 3.5
(昭63) (弾力)

1,000 1,000

12.5 9 22.5%
(平４) (弾力)

1,000 1,000 (1/4 0.9)×

11.5 8 20.0%
(平５) (法改正)

1,000 1,000 (1/4 0.8)×

14.0%
(平10)

(20.0%×0.7)

15.5 12 1
(平13) (法改正)

1,000 1,000 4

17.5 14
平14 （弾力）（ ）

1,000 1,000

19.5 16
（ ） （ ）平15 法改正

1,000 1,000

（注１）農林水産業、清酒製造業及び建設業の失業等給付保険料率については労使双方1/1000ずつ
の上乗せがあり、また、建設業の三事業保険料率については、1/1000の上乗せがある。

（注２）平成15年度法改正により、失業等給付の保険料率が16/1000とされたが、法律の附則により
平成15年度及び16年度は暫定的に14/1000とされた。
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特
別

会
計

の
見

直
し
に
つ
い
て
－

制
度

の
再

点
検

と
改

革
の

方
向

性
－

（
平

成
１
７
年

１
１
月

２
１
日

財
政

制
度

等
審

議
会

報
告

）
（
抄

）

Ⅱ
各

特
別

会
計

の
見

直
し
の

方
向

（
４
）
労

働
保

険
特

別
会

計

②
現

時
点

に
お
け
る
再

検
討

・
方

向
性

雇
用

保
険

等
に
つ
い
て
は

、
現

時
点

に
お
い
て
も
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
国

と
し
て
行

う
必

要
性

が
認

め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
保

険
料

財
源

を
中

心
に
運

営
さ
れ

て
い
る
こ
と
か

ら
区

分
経

理
の

必
要

性
も
認

め
ら
れ

る
。

し
か

し
な
が

ら
、
雇

用
保

険
三

事
業

に
つ
い
て
は

、
近

年
の

雇
用

失
業

情
勢

に
照

ら
し
、
保

険
料

財
源

を
使

っ
て

安
易

に
事

業
を
進

め
る
な
ど
本

来
の

目
的

を
逸

し
て
い
る
も
の

も
あ
る
の

で
は

な
い
か

と
の

批
判

が
あ
る
。
こ
の

た

め
、
こ
れ

ら
事

業
に
つ
い
て
は

、
真

に
雇

用
・
就

業
に
資

す
る
か

ど
う
か

と
い
う
観

点
か

ら
、
目

標
管

理
の

手
法

を
活

用
す
る
な
ど
の

取
組

も
進

め
ら
れ

て
い
る
が

、
単

な
る
事

業
の

効
果

の
評

価
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
事

業
の

そ
も
そ

も
の

必
要

性
に
ま
で
遡

り
、
そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
の

廃
止

を
含

め
た
見

直
し
に
よ
り
、
事

業
全

体
の

更
な
る
縮

減
・
合

理
化

を
厳

し
く
行

っ
て
い
く
べ

き
で
あ
る
。

な
お
、
雇

用
保

険
制

度
の

根
幹

で
あ
る
失

業
等

給
付

が
労

使
の

共
同

連
帯

に
よ
る
保

険
制

度
で
あ
る
こ
と
や

、
諸

外
国

に
お
け
る
国

庫
負

担
率

に
鑑

み
れ

ば
、
雇

用
保

険
制

度
全

体
に
つ
い
て
も
、
国

庫
負

担
の

在
り
方

も
含

め
見

直
し
を
検

討
す
べ

き
で
あ
る
。
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行政改革の重要方針（抄）

平成１７年１２月２４日

閣 議 決 定

３ 特別会計改革

④ 労働保険特別会計については、原則として純粋な保

険給付事業に限り本特別会計にて経理するものとし、

労働福祉事業及び雇用保険３事業については、廃止も

含め徹底的な見直しを行うものとする。また、失業給

付事業における国庫負担の在り方については、廃止を

含め検討するものとする。

※ 特別会計整理合理化計画骨子（平成17年12月21日 自

） 。由民主党行政改革推進本部特別会計改革委員会 と同文
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○
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
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す
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の
行
政
改
革
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推
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る
法

律
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平

成
1
8
年
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4
7
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抄

）
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保
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会
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に
係
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見
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険
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さ
れ
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労
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保
険
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保

険
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付
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係
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険
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付
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係
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と
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険
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働
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に
雇
用
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よ
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雇
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定
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、
能
力
開
発
事
業
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雇
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祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
廃
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を
含
め
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見
直
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を
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す
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。

２
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保

険
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六
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負
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付
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）
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は
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る
も
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す
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。
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歳
出

･歳
入

一
体

改
革

に
向

け
た
基

本
的

考
え
方

に
つ
い
て

（
平

成
１
８
年

６
月

１
４
日

財
政

制
度

等
審

議
会

報
告

）
（
抄

）

Ⅱ
.
各

歳
出

分
野

に
お
け
る
中

期
的

な
歳

出
改

革
方

策

２
．
社

会
保

障

（
３
）
雇

用

雇
用

に
つ
い
て
は

、
特

別
会

計
改

革
の

観
点

か
ら
、
雇

用
保

険
三

事
業

(雇
用

安
定

事
業

、
能

力
開

発
事

業
、
雇

用

福
祉
事
業

)の
見

直
し
を
進

め
て
き
た
。
更

に
、
「
行

政
改

革
推

進
法

」
に
お
い
て
、
雇

用
保

険
の

国
庫

負
担

(失
業
等

給
付

に
係

る
も
の

に
限

る
。

)の
在

り
方

に
つ
い
て
は

、
廃

止
を
含

め
て
検

討
す
る
も
の

と
さ
れ

た
。

こ
の

特
別

会
計

改
革

の
趣

旨
を
踏

ま
え
、
雇

用
保

険
制

度
の

根
幹

で
あ
る
失

業
等

給
付

が
、
被

用
者

の
み

を
対

象

と
す
る
労

使
の

共
同

連
帯

に
よ
る
保

険
制

度
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ

ば
、
平

成
１
９
年

度
予

算
編

成
に
お
い
て
国

庫
負

担
の

廃
止

を
含

め
た
在

り
方

の
見

直
し
を
行

う
べ

き
で
あ
る
。

ま
た
、
雇

用
保

険
三

事
業

に
つ
い
て
も
、
失

業
等

給
付

の
抑

制
に
資

す
る
観

点
か

ら
、
事

業
の

在
り
方

そ
の

も
の

に

つ
い
て
も
抜

本
的

な
見

直
し
を
行

う
必

要
が

あ
る
。

な
お
、
雇

用
対

策
に
つ
い
て
は

、
引

き
続

き
、
雇

用
の

ミ
ス
マ
ッ
チ
が

依
然

と
し
て
大

き
い
若

年
者

対
策

や
雇

用
情

勢

の
地

域
差

の
改

善
、
更

に
は

、
障

害
者

も
自

ら
の

選
択

に
よ
り
社

会
の

支
え
手

と
し
て
働

き
、
納

税
者

に
も
な
り
得

る

よ
う
な
環

境
整

備
な
ど
、
多

様
な
働

き
方

や
円

滑
な
労

働
移

動
等

の
実

現
に
よ
る
就

業
機

会
の

確
保

等
を
図

っ
て
い

く
必

要
が

あ
る
。
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。
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雇用保険三事業の見直しについて

平 成 年 月 日1 8 7 2 6
雇用保険三事業見直し検討会



雇用保険三事業の見直しについて

１．雇用保険三事業見直しの背景

雇用保険三事業（以下「三事業」という ）については、平成17年12月24日に閣議決定された「行。

政改革の重要方針」において 「労働保険特別会計については、原則として純粋な保険給付事業に限、

り本特別会計にて経理するものとし、労働福祉事業及び雇用保険３事業については、廃止も含め徹

底的な見直しを行うものとする」とされおり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律第23条第1項においても同様の規定が設けられたところである。

これを踏まえ、三事業については、失業等給付の事業に資する観点から個別の事業ごとに精査の

上、真に必要な事業に限定する等事業の廃止も含め徹底的な見直しを行うことが必要である。

このため 費用負担者である事業主の団体の参画により 雇用保険三事業見直し検討会 以下 見、 、 （ 「

直し検討会」という ）を開催し、三事業で行われる各事業について、事業の廃止も含め、徹底した。

、 。精査を行い 個別事業の見直し・整理案及び三事業全体の再編案を策定することとしたものである

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第23条第1項※

（ ） 、 、労働保険特別会計において 中略 雇用保険法の規定による雇用安定事業 能力開発事業及び雇用福祉事業については

廃止を含めた見直しを行うものとする。
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２．１８年度における三事業

年度における三事業については、以下のように分類される（ ）18 （ ）は 年度予算額18

（１） 年度に目標設定した事業【 事業 （ 億円）17 142 3,640】
※独立行政法人への交付金による事業の再掲分含む。

（２）目標未設定の事業等

ア 年度新規事業【 事業 （ 億円）18 21 40】

イ 上記以外の事業

① ８千万円以上の事業【 事業 （ 億円）11 155】

② ８千万円未満の事業【 事業 （ 億円）53 11】

ウ その他（システム経費、その他事務費及び経過措置 （ 億円）） 227

３．事業見直し方針
２に掲げる事業の見直しに当たっては、以下の方針で精査することとした。

（１）２（１ （17年度に目標設定した事業）及び２（２）イ①（8千万円以上で目標未設定事業））
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ア 雇用保険事業の附帯事業としての合目的性

（ア）雇用保険の失業等給付の事業に資するか。

失業の予防又は早期解消、労働市場の環境整備等雇用の安定に資するか、雇用の増につな

がるか等。

（イ）合目的性を担保できるか。

いわゆる「ユーザー評価」以外のアウトカム目標が定量的に設定できるか等。

イ 手法の適切性

手法が効果的かどうか、暫定評価も活用し判断。

ウ 積極的な事業の必要性

現時点で積極的に行う必要のある事業であるか。

（注１）必要な経過措置は 年度以降も措置。19
（注２） 年度より、三事業の各事業については、経過措置及び廃止予定事業を除き、小規模のものも含めすべて19

目標設定することとする。

（ ） 。※ 財政制度等審議会の審議において全ての事業の目標設定の必要性が指摘されていることを踏まえ措置

（２）２（２）アの事業（18年度新規事業）

適切な目標を設定することとする。
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（３）２（２）イ②の事業（8千万円未満で目標未設定事業）

廃止・整理する。

４．事業精査の結果

上記３の方針に従い、三事業による各事業（以下「雇用安定等事業」という ）について精査した。

結果、

① かつて勤労者福祉施設の整備等を行っていた雇用福祉事業は、失業の予防又は早期解消、労働

市場の環境整備等雇用の安定に資するか、雇用の増につながるか等失業等給付の事業に資するか

どうか検討したところ、必ずしもそのような目的を有していないものも相当程度あることから、

事業類型としては廃止することが適当である。ただし、個別事業（事業内容等を見直したものも

含む ）について、失業等給付の事業に資するものであり、かつ、効果的な事業であるものについ。

ては、雇用安定事業又は能力開発事業として実施することが適当である。

② 雇用安定事業及び能力開発事業については、成果に係る評価等により手法の適切性や積極的な

事業の必要性を精査した結果、事業の廃止又は見直しを必要とするものや過剰予算となっている

ものもあり、徹底した整理合理化が必要である。

(参考）雇用安定事業及び能力開発事業のうち雇用安定等事業として廃止【 （ 億円）15 117】

※別紙１中×の内数

雇用安定事業及び能力開発事業のうち廃止・見直しが必要な事業【 （ 億円）22 666】
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※別紙１中１、２及び３

雇用安定事業及び能力開発事業のうち予算削減が必要な事業【 （ 億円）12 868】

※別紙１中４

※独立行政法人への運営費交付金を除く。

③ このような見直しにより、既存事業については、現在の経済情勢や雇用・失業情勢を前提とす

ると少なくとも平年度で ～ 億円（概ね保険料率 に相当）以上の予算額の削減が750 800 0.5/1000
可能と考えられる。

※三事業に係る保険料率は 。雇用安定資金が一定程度に達すると 引き下がる。3.5/1000 0.5/1000

④ また、今後、当面は以下のような雇用対策に重点を置くべきである。

（１）人口減少下において、若者、高齢者等すべての人の就業参加の実現を目的とした雇用対策の推進

ア フリーターの常用雇用化等若年者雇用対策の強化

イ 団塊世代の高齢化に対応した高齢者雇用対策の推進

ウ 育児期間中の雇用継続、能力開発、再就職の促進等両立支援対策の推進

エ 非正規労働者の安定した雇用の促進

オ 雇用情勢の厳しい地域に重点化した地域雇用対策の推進

カ 福祉と雇用の連携による障害者等の自立・就労支援

（２）雇用のミスマッチ縮小のための求職者・労働者に着目した雇用対策の推進

ア 雇用保険受給資格者の早期再就職の促進
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イ 離職予定在職者や転職希望者の失業を経ない再就職の促進

ウ 中小企業における人材確保及び職業能力開発の促進

エ 雇用管理の改善による職場定着の促進等

オ ミスマッチ縮小のための職業能力開発対策の推進

⑤ さらに、継続的な見直し体制を確立する観点から、ＰＤＣＡサイクルによる目標管理の徹底と

事業の合目的性、必要性及び効率性の不断のチェックを行うため、費用負担者である事業主の団

体の参画を得た上で、雇用安定等事業について継続的な評価・見直しを実施するべきである。ま

た、新規事業の創設に当たっては、予算案段階での十分なチェック等透明性を高めるとともに、

既存事業の廃止・縮減といったいわゆるスクラップ・アンド・ビルドの手法の活用を図る必要が

ある。

⑥ 上記①～⑤について、平成 年度予算案にも可能な限り反映させるよう努めるべきである。19

との結論を得た。

なお、 ( )の方針に基づく雇用安定等事業の精査結果は別紙１～５のとおりである。3 1

- 6 -



（別紙１）

（百万円）

事業数 金　　額

31 14,986

5 47,440

① 11 11,780

15 16,514

② 5 1,094

2 2,690

③ 2 776

12 86,813

④ 3 2,580

20 41,072

⑤ 20 24,599

2 1,477

25 23,377

⑦ 18 11,865

※１　７及び⑦の事業については、18年度施行状況に基づき精査を行う。

※２　独立行政法人運営費交付金については、別紙５参照。

精査類型と精査内容

雇用福祉事業としては廃止。（18年度施行状況を見て判断。）

雇用福祉事業としては廃止。（要因分析の上、事業自体の廃止も含め抜本的に見直しが必要。）

雇用福祉事業としては廃止。事業の性質上、雇用安定事業又は能力開発事業として位置づけることが適
当。また、予算額の適正化等が必要。

雇用福祉事業としては廃止。事業の性質上、雇用安定事業又は能力開発事業として位置づけることが適
当。また、必要に応じ手法の改善を行う。

雇用安定等事業としては廃止することが適当。

雇用福祉事業としては廃止。（要因分析の上、事業自体の廃止又は見直しが必要。）

雇用福祉事業としては廃止。（要因分析の上、事業内容の見直し又は事業自体の廃止が必要。）

基　本　と　な　る　精　査　類　型

要因分析の上、事業の廃止又は見直しが必要。

要因分析の上、事業の見直し又は廃止が必要。

要因分析の上、事業の廃止も含め抜本的に見直しが必要。

施策としては原則継続。予算額の適正化等が必要。

集計中

施策としては原則継続。必要に応じ手法の改善を行う。

18年度施行状況を見て判断。

6

　

5

7

3

4

×

1

2
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（単位：千円）

うち独法再掲分

1 1 早期再就職専任支援員（就職支援ナビゲーター）による再就職支援プログラムの実施 3,857,388 0 
早期再就職の必要性が高い求職者に対し、離職後早期の再就職を図るため、早期再就職専任支援員（就職支
援ナビゲーター）を配置し、履歴書・職務経歴書の個別添削や面接シュミレーションの実施、個別求人開拓等、担
当制による求職者の個々の状況に応じた体系的かつ計画的な一貫した就職支援を行う。

5

2 2 「再就職プランナー」による早期再就職支援 2,333,763 0 
就職意欲が高い失業者のうち、雇用保険受給者及び自営廃業者で、非自発的理由により離職する等、特に緊
要度が高い者に対し、再就職プランナーによる予約相談を取り入れた業務を行う。具体的には、各々の求職者
の抱える課題に応じた就職実現プランを策定し、これに基づき希望条件等の把握等の就職支援を行う。

5

13 14 キャリア・コンサルティング事業費 753,621 0 
心理的不安などから、主体的に的確かつ現実的な求職活動を行うことができない求職者に対して就職支援アド
バイザーによるキャリア・コンサルティングを実施し、求職活動における心理的課題の解決を図り、支援対象者の
就職可能性を高める。

2

16 人材確保等支援助成金（中小企業職業相談委託助成金） 109,512 
雇用管理の改善に係る計画について、都道府県知事の認定を受けた認定中小企業者等が、職業相談を外部の
専門機関等に委託して実施した場合、当該措置に係る経費について一定額を助成。

7

17 18 人材確保等支援助成金（中小企業基盤人材確保助成金） 4,472,950 0 

中小企業労働力確保法に基づき、中小企業における雇用機会の創出、雇用管理の改善を図るため、新分野進
出等に伴い、経営基盤の強化に資する労働者（基盤人材）を新たに雇い入れた場合に、当該基盤人材１人当た
り１４０万円（雇用機会増大促進地域の場合は１人当たり２１０万円）（当該基盤人材の雇入れに伴い雇い入れら
れた当該基盤人材以外の労働者（一般労働者）１人当たり３０万円（雇用機会増大促進地域の場合は１人当たり
４０万円））を助成（基盤人材５人を上限。一般労働者は基盤人材と同数まで）。

5

19 20 自立就業支援助成金（高年齢者等共同就業機会創出助成金） 3,384,000 0 
就業機会の確保が困難である45歳以上の高年齢者等３人以上が、共同して新たに法人を設立し労働者を雇い
入れ、継続的雇用機会を自ら創出する場合に、事業開始に係る経費の一部を助成する。

4

20 21 自立就業支援助成金（受給資格者創業支援助成金） 4,001,756 0 
失業者の自立を積極的に促進するため、失業者（雇用保険の受給資格者）自らが事業を開始した場合に創業に
係る費用の１／３（上限200万円）を助成。また、同意雇用機会増大促進地域において、失業者自ら事業を開始し
た場合に創業に係る費用の助成限度額の引き上げ（１／２（上限300万円））や移転費の支給を実施。

4

21 24 「出会いの場」の開催 475,938          475,938 
雇用・能力開発機構及び職業安定機関が主体となって、新規・成長分野企業等を対象とした各種情報提供を行
うとともに、当該企業等への就業を希望する求職者との面接会を開催する。

5

22 26 雇用対策推進協議会費 233,842 0 
公共職業安定所に、事業主団体等や地方公共団体等で構成する「雇用対策推進協議会」を設置し、雇用対策に
関する情報の提供、地域における産業界、事業主団体等の動き、求人の可能性や倒産・リストラの可能性等の
産業雇用動向に係る情報収集及び協力依頼、各種対策の合同開催等について協議を行う。

×

23 28 地域雇用開発促進助成金（地域雇用促進特別奨励金） 3,525,880 0 
雇用機会が量的に不足している地域等に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を継続して
雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、事業所の設置・整備費用について雇い入れ規模に応じて助
成。

5

24 29 地域雇用開発促進助成金（地域高度人材確保奨励金） 197,000 0 
高度な熟練技能者が多数就業している地域において、高度技能労働者を受け入れ、又は当該受入れに伴いそ
の地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、その雇入れ等に係る費
用について助成。

4

25 30 地域雇用開発促進助成金（沖縄若年者雇用奨励金） 554,315 0 
沖縄県内において、事業所を設置又は整備し、その地域に居住する３０歳未満の若年求職者等を雇い入れる事
業主に対して、雇入れに係る費用について助成。

4

26 31 地域産業施策連携推進事業 624,136 0 
地域雇用開発促進法に基づき、都道府県が策定する地域求職活動援助計画に沿って、求職活動援助地域の求
職者に対して、都道府県との共同プロジェクトにより特定産業に関する理解促進等を行う事業を実施する。

×

27 32 地域求職活動援助事業 1,734,960 0 
地域雇用開発促進法に基づき、都道府県が策定する地域求職活動援助計画に沿って、求職活動援助地域の求
職者に対して、人材受入情報の収集・提供、企業合同説明会、職業講習等を実施する。

×

28 33 地域雇用創造バックアップ事業 343,058 0 
地域における雇用創造のための構想を策定しようとする市町村等に対して、専門家による助言や参考となる成
功事例の紹介等により、その企画・構想段階において支援を行う。

×

29 34 通年雇用安定給付金（通年雇用奨励金） 3,685,791 0 積雪寒冷地において季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して賃金の２分の１等を助成。 5

31 地域雇用開発活性化事業 770,588 0 
地域における雇用情勢の改善、２００７年問題の対応等のため、中小事業主団地等による地域の実情を踏まえ
た高年齢者の活用、後継者の確保等を図る取組を支援する。

7

（別紙２）

精査類
型

　　事　業　概　要

平成18年度三事業 (雇用安定事業）の精査結果表

（１）中小企業における雇用機会の創出等

２　雇用機会の創出・雇用の安定

１　早期再就職の促進のための需給調整機能の強化

No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　事　　業　　名

（３）雇用の維持・安定

（２）地域における雇用機会の創出等
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（単位：千円）

うち独法再掲分

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　事　　業　　名

32 36 雇用調整助成金 10,193,560 0 
景気の変動、産業構造の変化等により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、事前に休業規模等を
計画した届出を行い、その雇用する労働者に対し休業、教育訓練又は出向を実施し、支給申請をした場合、支
払った賃金等の一部を助成することにより、労働者の失業の予防を図る。

4

33 37 労働移動支援助成金（求職活動等支援給付金） 571,922 

再就職援助計画等の対象被保険者に、通常賃金の額以上の額を支払って求職活動等のための休暇を与える
事業主に、当該被保険者１人１日当たり４，０００円、当該被保険者に通常賃金の額以上の額を支払って職場体
験講習を受講させる事業主に、当該被保険者の講習１日当たり４，０００円（講習期間３日以上のものに限る）（職
場体験講習先の開拓を実施した場合は当該被保険者１人当たり２万円（新規・成長１５分野の事業を行う事業所
を開拓した場合は、さらに２万円を上乗せ））、職場体験講習で受け入れた再就職援助計画等の対象労働者を離
職から１か月以内に雇い入れる事業主に、当該対象労働者１人当たり１０万円を支給。

3

34 38 労働移動支援助成金（再就職支援給付金） 592,673 0 

再就職援助計画等の対象被保険者について、その再就職に係る支援を民間の職業紹介事業者に費用を負担し
て委託し、当該被保険者の離職日から３か月（４５歳以上の者は５か月）以内に再就職を実現した事業主に、当
該委託に要する費用の１／４（１人当たり３０万円を限度）（中小企業事業主は１／３（１人当たり４０万円を限度））
の額を支給（事業主が、再就職支援会社との委託契約上、「当該会社が、新規・成長１５分野の事業主の事業所
への再就職の実現に努める」旨明記し、実際の再就職先が当該分野であった場合は１０万円を上乗せ。）。

2

34-2 39 労働移動支援助成金（定着講習支援給付金) 75,499 0 

再就職援助計画等に係る対象労働者をその離職日から３か月(４５歳以上の者は５か月）以内に雇い入れ、その
従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための２０時間以上の講習（Off-JT及びOJT）を実施した事
業主に、講習期間４０時間以上の場合、当該講習を受けた労働者１人当たり１０万円、講習期間２０時間以上４０
時間未満の場合、当該講習を受けた労働者１人当たり５万円を支給。

×

35 40-2 労働移動支援助成金（建設業新規・成長分野定着促進給付金) 84,000 0 
離職を余儀なくされた建設業労働者を雇い入れ、当該労働者が従事する職務に必要な知識又は技能等を習得
させるための実習その他の講習を実施した場合の経費助成等を行うもの

×

36 労働移動支援助成金（建設業新分野雇用創出給付金) 95,061 0 
実施計画の認定を受けた建設事業主団体が、自ら新分野の事業を創出し、構成事業主の建設労働者を継続し
て雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合に、当該事業の開始に要した費用及び対象労
働者の人数に応じて助成するもの。

7

37 41 産業雇用安定センター補助金 3,444,767 0 

出向等に係る情報の収集・提供、相談実施による円滑な労働移動を推進するため、①各業界別の雇用動向及
び見通しに関する情報の収集及び提供、②出向等による労働力の移動の希望、受入れ可能の状況等に関する
情報の収集及び提供並びに相談等、③職業能力開発に関する情報の収集及び提供並びの相談、④事業主の
行う雇用の安定のための諸活動に関する必要な援助の業務を実施について運営費等の一部を補助。

5

44 49 建設労働者雇用安定支援事業 151,424 0 
各建設事業主等が再生に向けて取り組もうとしている具体的なニーズに対応した支援事業が十分活用できるよ
う、利用可能な各種支援事業の総合的な情報提供や支援事業の活用に向けた相談援助を、ワンストップサービ
スで提供する事業。

5

48 53 人材確保等支援助成金（介護基盤人材確保助成金） 6,295,465 0 
介護分野における新サービスの提供等に伴い、介護労働者の雇用管理改善計画を作成し、都道府県知事の認
定を受けた事業主が、雇用管理の改善等において中核的な役割を担う者である特定労働者（社会福祉士等の
資格を有し、１年以上の実務経験を有する者）を雇い入れた場合に、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成。

5

49 54 人材確保等支援助成金（介護雇用管理助成金） 190,854 0 
介護分野における新サービスの提供等に伴い、介護労働者の雇用管理改善計画を作成し、都道府県知事の認
定を受けた事業主（以下「認定事業主」という。）が、雇用管理改善事業（就業規則・賃金規程などの諸規定の整
備、健康診断の実施など）を実施した場合に、その経費の一部を助成。

7

50 56 雇用管理改善等援助事業費 653,219 0 

介護労働安定センターに介護労働サービスインストラクターを配置し、介護分野の事業主等を対象として、雇用
管理の改善等についての相談援助や介護関連情報の収集・提供を行うとともに、より専門的な相談については、
介護労働安定センターが委嘱した雇用管理コンサルタント（社会保険労務士等）が相談に応じるもの。また、介護
事業所における雇用管理担当者を対象として雇用管理者講習を実施。

4

56 63 試行雇用奨励金（中高年トライアル雇用奨励金） 840,000 0 
中高年を試行的に受け入れて就業させる事業主に対して、試行雇用奨励金を支給することにより、世帯主など
再就職の緊急性が高い中高年労働者の雇用確保を図ることを推進する。

7

57 64 継続雇用定着促進助成金（継続雇用制度奨励金（第Ⅰ種）） 43,207,990 0 
継続雇用制度等の導入又は改善を行う事業主に対して助成金を支給することにより、継続雇用の推進及び定着
を図り、高年齢者の安定した雇用を確保する。

1

58 65 継続雇用定着促進助成金（多数継続雇用助成金（第Ⅱ種）） 1,918,528 0 
第Ⅰ種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成することにより、継続雇用の
定着及び推進を図り、高年齢者の安定した雇用を確保する。

1

59 継続雇用定着促進助成金（雇用確保措置導入支援助成金） 40,000 0 
高齢法第９条の義務化年齢を超える高年齢者雇用確保措置を導入した事業主が、その雇用する５５歳以上６５
歳未満の被保険者に対し雇用機会の確保等、職業生活の充実に資する研修等を実施した場合、当該研修等の
実施に要した費用の一定割合を助成する。

7

60 66 65歳継続雇用達成事業 （雇用導入プロジェクト） 1,164,039        0 
６５歳までの継続雇用等を促進するため、行政・経済団体・労働団体など関係セクターが連携し、その協力体制
の下、各都道府県下の主要な事業主団体を選定し、その全ての傘下企業を対象として集団的に指導・助言を行
うことにより、６５歳までの継続雇用制度等の導入比率の向上を図る。

×

（５）産業の特性に応じた雇用の安定

（４）円滑な労働移動の推進

３　労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進

（１）高齢者の雇用の促進

- 9 -



（単位：千円）

うち独法再掲分

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　事　　業　　名

61 67 総合的雇用環境整備推進事業（ジャンプ65推進事業） 2,117,635        2,117,635 
高年齢者雇用アドバイザー活動を中心とした定年の引き上げ、継続雇用制度の導入促進、高齢者の多様な就
業機会の開発等を行うことにより、高年齢者の雇用就業機会の確保を図る。

3

62 68 年齢に関わりなく働ける社会の実現に向けた基盤づくり事業 309,234 112,633 

①年齢に関わりなく働ける社会の実現に向けた基盤作りに関する種々の研究等を行う。
②年齢に関わりなく働ける社会の重要性を広く普及させる。
③募集・採用時の年齢要件緩和のため、高年齢者雇用アドバイザーが個別企業に対して専門的・技術的な相
談・援助を行う。

5

65 ・定年退職者等再就職支援事業 6,891 0 
特に定年退職者の多く見込まれる地域において、事業主にパンフレットを配布する等して高齢者を雇用すること
の利点を啓発したり、高齢者の多様な就業ニーズに応え、年金支給開始年齢前に定年退職した者や65歳超の
者が働くことができる求人の開拓や、面接会の開催を行う。

7

67 73 試行雇用奨励金（若年者試行雇用奨励金） 8,781,750 0 

職業経験、技能、知識等の不足により就職が困難な若年者等（３５ 歳未満の者）を一定期間試行雇用することに
より、企業の求める能力等との水準と若年求職者の現状の格差を縮小しつつ、その適性や業務遂行可能性を見
極め、試行雇用後の常用雇用への移行を図る。具体的には、就職が困難な若年者等をトライアル雇用として受
け入れる事業主に対して試行雇用奨励金（１月１人当たり５万円）を支給（最大３ヶ月。）

7

79,80 82,83 特定求職者雇用開発助成金 35,376,537 0 

高年齢者、障害者等の就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を
助成することで、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的とし、公共職業安定所又は有料･無料職業紹介
事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、特定就職困難者雇用開発助成金を、緊急就職支援者を雇い
入れた事業主に対して、緊急就職支援者雇用開発助成金を支給。

4

82 85 キャリア交流事業費 1,342,449 0 
利用求職者の多い安定所等において、特に集中的な支援が必要な求職者を対象に、キャリア交流事業（15箇
所）として、集中的に求職活動に係るセミナー、グループワーク等を実施し、就職の促進を図る。

6

83 86 若年者キャリア交流プラザ事業の実施 134,237 0 
若年求職者を対象として、登録制によりセミナー・ガイダンス、経験交流、キャリアコンサルティング等を集中的に
実施し、再就職の促進を図る。

6

95 98 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金 17,619,728 0 

厚生労働大臣の定めた中期目標に従い、以下の業務を実施している。
○高年齢者等の雇用の機会の増大に資する事業主又はその事業主の団体に対して
　給付金を支給することに関する事項
○高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して
　相談その他の援助を行うことに関する事項
○労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために
　必要な助言又は指導を行うことに関する事項
○障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項

別紙５

97 通年雇用安定給付金（冬期雇用安定奨励金） 4,436,220 0 
積雪寒冷地において、季節労働者を離職させる際に、翌春の再雇用を予約し、冬期手当を支払うとともに冬期間
に一定日以上就労させ、かつ、再雇用した事業主に対して奨励金を支給。

×

98 通年雇用安定給付金（冬期技能講習助成給付金） 2,259,603 0 
積雪寒冷地において、季節労働者に対して冬期に技能講習を実施した事業主の団体等に講習助成金を、当該
技能講習を受講した労働者に受講給付金を支給。

×

107 介護労働者雇用管理モデル検討会運営費 8,243 0 

介護労働者の不安や悩みを解消し魅力ある職場作りを行うため、事業主が取り組むべき雇用管理のあり方につ
いて、介護分野の団体や事業者と行政の間で意見交換等の検討の場を設け、相互意識を高めていくと共に、雇
用管理改善の標準的モデル・地域モデルを作り、広く情報提供することで介護労働者の雇用管理の改善に取り
組む事業主を支援する。

×

169 129 
育児・介護雇用安定等助成金
  （ベビーシッター費用等補助コース）

620,372 0 
労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部又は一部について、補助等を行う旨を就業規則
等に規定し、実際に費用補助等を行った事業主に、その補助等の額の一定割合を助成。

7

170 130 
育児・介護雇用安定等助成金
　（事業所内託児施設設置・運営コース）

916,988 0 
労働者のための託児施設を事業所内（労働者の通勤経路又はその近隣地域を含む）に設置、運営及び増築等
を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部を助成。

7

171 131 
育児・介護雇用安定等助成金
　（代替要員確保コース）

220,100 0 
育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代
替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給。

7

172 132 
育児・介護雇用安定等助成金
　（子育て期の柔軟な働き方支援コース）

140,600 0 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる制度（育児休業に準ずる制度、短時間勤
務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ繰下げの制度、又は所定外労働をさせない制度）を、新
たに就業規則等に規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、これらの制度を
利用した場合に、事業主に支給

7

173 133 
育児・介護雇用安定等助成金
　（男性労働者育児参加促進コース）

100,000 0 
地域において波及的効果が期待できる企業を指定し、男性の育児休業取得等を促進する計画の策定など、男
性の育児休業取得を始めとする男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取組に対し、
給付金を支給する。

7

１１　雇用均等・両立支援関係

４　その他職業安定関係

（４）就職困難者等の雇用の安定・促進

（３）若年者の雇用の促進
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（単位：千円）

うち独法再掲分

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　事　　業　　名

175 137 緊急サポートネットワーク事業 780,318 0 
子どもの突発的な病気、急な出張等による子育て中の労働者の育児等に係る緊急のニーズに対応し、専門技
能を有するスタッフを登録、あっ旋することにより、仕事と子育ての両立を支援する事業を展開する。

4

178 140 在宅就業者の再就職支援対策事業 52,820 0 
在宅ワーカーの再就職に資することを目的として、在宅ワーカーがインターネット上で自らの能力を診断し、不足
する知識や技術をｅ－ラーニングにより習得後、その達成度を評価し、どの分野の仕事が適しているかを確認で
きるシステムを運用するとともに、職業能力を客観的に示すための自己ＰＲシートの提供、情報提供等を行う。

5

151 144 子どもを安心して産み育てられる職場づくり推進事業 263,634 0 
各事業所において育児休業等の関係規定の整備を徹底するとともに、男性の育児参加促進のため企業トップを
含めた職場の意識改革の促進を図る。

7

193 自立就業支援助成金（子育て女性起業支援助成金） 600,000 0 
子育て期にある女性の起業を促すため、末子が１２歳以下の子育て期にあり、かつ、有効求人倍率が全国平均
を下回る都道府県に居住している女性が起業し、起業後１年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用
保険の適用事業主となった場合に、起業に要した費用の一部について助成する。

7

194 女性の再チャレンジ応援のための起業支援事業 21,167 0 
　子育て等のため労働市場を一時離れ、就業希望を有する女性が、再び労働市場に戻るべくチャレンジできる環
境を整備するため、女性の起業支援専用サイトの創設及びメンター（先輩の助言者）紹介サービス事業を実施す
ることにより、女性の起業を支援する。

7

195 育児・介護雇用安定等助成金（中小企業子育て支援総合助成金） 1,180,800 0 
中小企業において仕事と子育ての両立をしやすくするため、育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が初
めて出た１００人以下の中小企業事業主に対し５年間に限り特別に手厚い助成を行う。

7
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（単位：千円）

うち独法再掲分

38 42 
人材確保等支援助成金（建設教育訓練助成金（建設業務労働者就業機会確保事業を除
く。））

3,304,412 0 

中小建設事業主等が職業能力開発促進法に基づき都道府県知事が認定する職業訓練を行う場合の経費、中
小建設事業主等が建設労働者の技能向上のための技能実習を行う場合の経費、職業訓練法人等が建設工事
における作業に係る職業訓練の推進のための活動や職業訓練施設の設置整備等を行う場合等の経費等に対
する助成を行うもの

5

39 43 人材確保等支援助成金（建設教育訓練助成金（建設業務労働者就業機会確保事業）） 234,000 0 
建設業務労働者就業機会確保事業における送出先での就業の作業環境に適応させるための教育訓練を、その
傘下の事業主が雇用する建設業労働者に受けさせた実施計画の認定を受けた建設事業主団体に対する経費
助成等を行うもの。

2

85 88 職場適応訓練（職場適応訓練委託費） 32,061 0 
雇用保険の受給資格者の雇用の促進を図るため、その能力に適合する作業環境への適応を容易にすることを
目的として、都道府県が事業主に委託して実施する職場適応訓練に要する経費を交付。

4

86 89 日雇労働者等技能講習事業 646,113 0 
日雇労働者が多数集中する地区における技能を有しない日雇労働者及び自立支援センターに入所している
ホームレスで公共職業安定所長が適当と認める者を対象として、技能労働者として必要な技能の習得や資格・
免許の取得等を通じて、就業機会の確保を図る。

5

125 99 キャリア形成促進助成金（訓練給付金） 6,578,616 0 
事業主（雇用保険の適用事業の事業主に限る。）が、事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力
開発計画に基づき、その従業員（雇用保険の被保険者に限る。）に職業訓練を受けさせた場合、訓練に要した費
用（経費及び賃金）の一部を助成。

2

126 キャリア形成促進助成金（職業能力開発支援促進給付金） 41,152 0 
事業主（雇用保険の適用事業の事業主に限る。）が、事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力
開発計画に基づき、その従業員（雇用保険の被保険者に限る。）の自発的な職業能力開発について支援する制
度を導入し、その従業員が行った職業能力開発について支援を行った場合、要した費用等の一部を助成。

2

127 102 キャリア形成促進助成金（職業能力評価推進給付金） 81,533 0 
事業主（雇用保険の適用事業の事業主に限る。）が、事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力
開発計画に基づき、その従業員（雇用保険の被保険者に限る。）に一定の資格試験等を受けさせた場合、受検
に要した費用（経費及び賃金）の一部を助成。

5

128 103 キャリア形成促進助成金（キャリア・コンサルティング推進給付金） 5,370 0 
事業主（雇用保険の適用事業の事業主に限る。）が、事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力
開発計画に基づき、その従業員（雇用保険の被保険者に限る。）に外部委託又は企業内にキャリア・コンサルタ
ントを配置して一定のキャリア・コンサルティングを受けさせた場合、要した費用等の一部を助成。

×

129 104 キャリア形成促進助成金（地域人材高度化能力開発助成金） 102,388 0 

地域雇用開発促進法の規定に該当する一定の地域内に所在する事業主（雇用保険の適用事業の事業主に限
る。）が、事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力開発計画に基づき、その従業員（雇用保険
の被保険者に限る。）に職業訓練を受けさせ又は従業員の自発的な教育訓練の受講に対する支援を行う場合、
訓練又は従業員の自発的な教育訓練の受講に対する支援に要した費用の一部を助成。

5

130 105 キャリア形成促進助成金（中小企業雇用創出等能力開発助成金） 56,352 0 

中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた事業主（雇用保険の適用事業の事業主に限る。）が、
事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力開発計画に基づき、その従業員（雇用保険の被保険
者に限る。）に職業訓練を受けさせ又は従業員の自発的な教育訓練の受講に対する支援を行う場合、訓練又は
従業員の自発的な教育訓練の受講に対する支援に要した費用の一部を助成。

5

131 106 企業内キャリア形成支援推進事業 1,044,112 0 
企業内のキャリア形成支援体制の構築を推進するため、職業能力開発サービスセンター（４７箇所）において、
①事業主等に対する助言・指導、情報提供を行うとともに、②企業内キャリア形成支援の推進役である職業能力
開発推進者を対象に、必要な知識・スキルを付与する講習を実施する。

2

132 107 キャリアコンサルティング実施体制の整備 3,069,321 2,976,109 
労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や能力開発を効
果的に行うことができるよう支援するため、ハローワークや雇用・能力開発機構都道府県センターの「キャリア形
成支援コーナー」等において、労働者のキャリア形成に資する情報提供、相談援助を実施する。

2

133 108 
職業能力開発情報を総合的・体系的に提供する体制の充実（「民間におけるｅラーニングの
活用の促進」）

124,274 0 
労働者の自発的な職業能力開発を適切に進め、雇用の安定・拡大を図るために、労働者が職業能力開発情報
を入手できるよう、職業能力開発情報を収集・整理し、総合的・体系的に提供する。

1

No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名

（別紙３）

精査類
型

　　事　業　概　要

平成18年度三事業（能力開発事業）の精査結果表

２　雇用機会の創出・雇用の安定

（５）産業の特性に応じた雇用の安定

４　その他職業安定関係

５　キャリア形成支援システムの整備

６　職業能力開発情報の提供体制の充実

７　職業能力評価システムの整備
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（単位：千円）

うち独法再掲分

No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名
精査類

型
　　事　業　概　要

134 109 職業能力習得制度（ビジネス・キャリア制度）の実施 504,610 0 

ホワイトカラー職務をこなすにあたって必要な知識を習得することができるよう、ホワイトカラーの職務分野(10分
野)毎に、その職務遂行に必要な専門的知識を163単位(ユニット)に分類し、各単位毎に学習すべき知識等の内
容を「認定基準」として体系化し、当該基準に適合する教育訓練を厚生労働大臣が認定する。また、各単位毎に
専門的知識の習得状況を確認するための修了認定試験を実施する。

2

135 110 幅広い職種を対象とした職務分析に基づいた包括的な職業能力評価制度の整備事業 232,072 0 

労働者自らが職業能力を適正に把握し必要なキャリア形成を認識し易く、また、事業主や国が労働者のキャリア
形成に係る取組を的確に支援できるよう職業能力評価制度を整備することが喫緊の課題であり、さらに全ての
労働者が職業生活の全期間にわたって必要な時期に適切な職業能力開発の機会が得られるようにするための
仕組みを整備することが重要であるため、幅広い職種を対象とした職務分析を総合的かつ体系的に実施し、分
析結果に基づいて職業能力評価基準の策定を行い、企業等における活用促進を図ることとする。

5

136 111 技能検定実施費 58,685 0 
技能検定の各職種ごとに専門調査委員会を開催し、試験基準の作成を行うとともに、新規職種(作業)及び3級の
追加については試行技能検定を実施し、実際の技能検定試験において適正に機能し得るものであるか否かを
確認する。

2

137 112 民間等を活用した効果的な職業訓練と就職支援の推進 29,970,097 1,886,190 

産業構造の変化やなお厳しさの残る雇用失業情勢において、職業能力等に起因するミスマッチの解消を図るた
め、離職者に対し、民間機関も有効に活用した多様な職業訓練機会を提供しその早期の就職促進を図る。具体
的には、ハローワークの求職者を対象に、再就職の促進を図るため職業に必要な技能及び知識を習得させる職
業訓練及び受講生への就職支援を実施する（公共職業能力開発施設における訓練の他、求職者の訓練受講
ニーズ、企業の様々な人材ニーズに対応できるよう、専門学校・各種学校など民間教育訓練機関等への委託訓
練を積極的に活用。）。

4

138 113 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の実施 933,103 0 
特例子会社、重度障害者多数雇用事業所、社会福祉法人、NPO法人等多様な委託訓練先を開拓するとともに、
個々の障害者及び企業の人材ニーズに対応した職業訓練のコーディネイトを行い、企業の人材ニーズに対応し
た訓練を機動的に実施し、就職促進に資する。

7

139 114 介護労働者能力開発事業の実施 1,875,431 0 
急速な高齢化の進展に伴い要介護高齢者等が増加する中で、介護ｻｰﾋﾞｽ需要も増大し多様化しているところで
ある。このため、公共職業安定所長から受講指示を受けた離転職者等を対象として訪問介護員養成研修２級課
程を実施することにより、早期再就職の促進を図るとともに、介護労働力の確保を図る。

7

140 115 キャリア・コンサルタントの養成に係る在職者訓練の実施 24,042 24,042 
キャリア・コンサルタントの養成については、民間における取組が推進されているところであるが、未だ養成数が
少ないこと、また、実施場所も首都圏を中心とした限定されたものであること等から、平成14年度から平成18年度
までの5年間で職業能力開発大学校等において全国的に訓練コースを設置し、年間約1,100名の養成を行う。

×

141 116 新分野への事業展開に必要な相談援助、人材育成の推進 416,103 416,103 
創業や新分野展開を希望する労働者や新分野への事業展開を希望する中小企業事業主に対して、創業等を支
える人材を職業能力開発の側面から支援・育成を図るために、専門的な相談援助、創業を目指す中小企業等と
の共同研究及び職業訓練の実施等を行う。

5

142 117 技能者育成資金貸付に必要な経費 665,202 0 
成績が優秀であり、経済的な理由で公共職業能力施設の行う職業訓練を受けることが困難な訓練生に対し、経
済的な負担の軽減を図り、職業訓練を受けることを容易にするため、（独）雇用・能力開発機構が資金の貸付を
行うもの。

×

143 118 グローバル人材育成支援事業 989,176 0 

国際化の進展を背景として、我が国企業においては国際的な事業展開が活発化しており、国内外で国際業務を
担うことができる実践力のある労働者が求められている。このため、中小企業事業主等に対し、専門知識・経験
を有する国際アドバイザーによる相談窓口の開設及び出張相談を実施するとともに、国際アドバイザーを海外に
おける日系中小企業等に派遣し、実地に指導・援助を行う等国際化に対応した人材養成を支援することにより、
実践力のある国際人材の育成を推進する。

1

144 119 技能啓発等推進事業 273,032 0 

若年者を中心に技能離れの状況が見られるとともに、熟練技能者の高齢化も進んでおり、優れた技能の維持・
継承が困難となりつつある。このため、技能が尊重される社会の形成を推進することが必要となっている。
そこで、技能の重要性、必要性についての啓発の推進、技能者の地位の向上等を図るため、技能五輪全国大会
及び国際大会、技能グランプリ等の事業を行うこととし、大会開催にあたり必要な競技課題作成に係る経費、ポ
スター作成・印刷等に係る経費、会場借料等を措置する。

2

146 121 業界団体による日本版デュアルシステムの導入促進 54,930 0 
傘下企業における日本版デュアルシステムの導入促進を希望する業界団体に対し、デュアルシステムの導入に
必要となる諸事業を委託して実施する。

×

147 122 日本版デュアルシステム（公共訓練型）の実施 6,804,311 0 
若年者のフリーター化・無業化を防止し、企業の求人内容の高度化ニーズに応えるため、既存の公共職業訓練
を活用し、一定期間企業実習及び関連した教育訓練を行う公共型の日本版デュアルシステムを実施する。この
新たな人材育成の取組により、若年者を一人前の職業人として育て、職場への定着を図る。

5

148 123 認定職業訓練助成事業の推進 1,670,031 0 

認定職業訓練の効果的な実施促進を図るため、中小企業事業主等が実施する認定職業訓練の運営に要する
経費等について、助成又は援助を行う都道府県に対して、国が補助を行っている。特に、日本版デュアルシステ
ムに係る認定職業訓練においては、認定職業訓練を実施する中小企業又は実施団体を構成する中小企業以外
の中小企業に雇用された３５才未満の若年者について、補助要件の緩和を行っている。

4

８　多様な訓練機会の確保　

９　若年者の職業能力開発の推進
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（単位：千円）

うち独法再掲分

No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名
精査類

型
　　事　業　概　要

149 124 「私のしごと館」の運営 1,200,380 1,199,000 
早期離職者やフリーター等の若年者を中心として、職業意識の形成、適職の選択からその後の職業生活を含め
たキャリア形成を支援するため、様々な職業の体験機会の提供、仕事の内容や必要な職業能力開発について
の情報の提供及び相談の実施等を総合的に行う。

1

150 125 就職基礎能力促成講座の実施 112,863 0 
安定した就労を希望するフリーター等の若年者を対象に、職業意識の啓発や職場におけるコミュニケーション能
力、ビジネスマナーの習得など就職のために必要な基礎能力の付与を図り、早期再就職を促進する。

2

151 126 「ものづくり立国」の推進 793,650 0 
工場、民間・公共の訓練施設等の開放促進、ものづくり技能に関するシンポジウムの開催、若者によるものづく
り技能競技大会の実施等を通じ、ものづくりに親しむ社会を形成し、その基盤の上に熟練技能の一層の高度化
を図る。

2

152 127 ヤングジョブスポットの運営 823,279 823,279 

公共職業安定所等に行くことを躊躇するような若者であっても、気軽に利用できるような「広場」を作り、若者同士
の相互交流等による職業意識の啓発を図る事業。１４都道府県に設置。
具体的には、①若者同士が職業に関する情報を交換できる場の提供、②職場見学等の自主的なグループ活動
の支援、③インターネット等を活用した職業に関する情報提供、④適職選択・キャリア形成に関する相談等を実
施。

5

153 128 独立行政法人雇用・能力開発機構運営費交付金 86,153,303 0 

労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の改善に対する援助、公共職業
能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うとともに、勤労者の計画的な財産形成の促進の業務を行うことに
より、良好な雇用の機会の創出その他の雇用開発、職業能力の開発及び向上並びに勤労者の生活の安定を図
り、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的として以下の業務を行う。

（１）雇用開発に関する業務
　　①　雇用管理に関する相談等
　　②　中小企業の雇用創出、人材確保等のための助成金の支給、相談等
（２）能力開発に関する業務
　　①　公共職業能力開発施設等の設置運営、事業主等の行う職業訓練の援助等
　　②　労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力開発及び向上についての労働者等に対する相談等
（３）その他
　　①　勤労者の財産形成を促進し、生活の安定を図るための持家取得資金、教育資金等の融資等

別紙５

154 独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備費補助金 1,811,553 0 

雇用・能力開発機構が設置・運営する公共職業能力開発施設のうち、建設後相当期間を経過したものについ
て、老朽化等により部分修繕等では対応が困難なこと等を考慮し、本館・実習場等の建替等を行う。また、設置
後相当期間を経過した設備等のうち、部分修繕等では対応が困難な、受変電設備、空調設備、給水設備等の更
新等を行う。

7

157 職業能力開発校施設整備費補助金 3,036,294 0 

建設後相当期間を経過したものであって、老朽化等により部分修繕等では対応が困難な施設等への対応を図る
とともに、人材ニーズの変化や技術革新の進展等に応じた職業訓練実施体制の整備を図るため、都道府県が職
業能力開発校の施設・機器の整備等を行う場合に、その整備等に要する経費の一部に対して補助を行う（補助
率１／２）。

7

160 職業能力開発協会等助成費 2,324,474 0 
職業能力開発促進法の規定に基づき設立された中央職業能力開発協会の運営（管理、技能検定等）及び都道
府県職業能力開発協会の運営（管理、技能検定・職業訓練振興等）に関する経費の一部を補助する。

2

162 全国団体等認定職業訓練特別助成金 94,872 0 
広域的に行われる認定職業訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進するため、認定職業訓練を実
施する中小企業事業主の団体（その構成員が２以上の都道府県にわたるものに限る。）又はその連合団体が行
う認定職業訓練の運営に要する経費の一部を助成する。

7

164 112 離転職者訓練 226,800 0 
独立行政法人雇用・能力開発機構において、特別な配慮を必要とする離転職者の訓練ニーズに対応するため、
事業主や民間教育訓練機関等への委託訓練を実施することにより、当該離転職者の再就職を促進する。

7

165 112 若年者職業能力開発支援事業（能開大） 216,425 0 
学卒早期離職者等の若年者を対象として、職業能力開発大学校等において、標準６ヶ月間の座学に、必要に応
じて１～３ヶ月程度の企業実習を組み合わせた高度で実践的な職業訓練を実施することにより、早期に安定した
雇用へと移行させる。

7

166 労働者の多様な働き方に対応した職業能力開発施策の展開 9,322 0 
多様な働き方の実態及び能力開発の状況等について調査を実施し、多様な働き方に対応した職業能力開発施
策の在り方について検討する。

×

167 海外体験を通じたキャリア形成支援事業 77,799 0 
ワーキング・ホリデー制度利用者等の再就職に当たって、そのキャリアを有効に活用できるように渡航前後に目
的意識の啓発のためのキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業が求める国際化に対応した人材確
保の観点から、その者の海外生活体験の評価等を行うことにより、若年者のキャリア形成支援を促進する。

2

１０　その他職業能力開発関係

- 14 -



（単位：千円）

うち独法再掲分

No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名
精査類

型
　　事　業　概　要

168 ２００７年問題への対応 55,142 0 
2007年問題（2007年以降に団塊の世代が60歳に到達し、定年退職等による熟年技能者の技能の継承の問題）
への対応として、中小企業等の技能継承、技能者育成の取組を支援することが必要となっていることから、技能
継承の方法等についての助言・情報提供を行う。

2

174 134 
育児・介護雇用安定等助成金
　（休業中能力アップコース）

284,365 0 
育児休業又は介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、これらの労働者の職業能力の維持及び向上
を図るため、職場復帰プログラムを実施した事業主・事業主団体に支給。

7

１１　雇用均等・両立支援関係
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（単位：千円）

うち独法再掲分

3 3 未充足求人相談員等による未充足求人対策の充実 632,446 0 
未充足求人に対するフォローアップを行い、求人者と求職者の相互理解の促進を図るとともに、当該求人が充足
できるよう条件緩和の相談援助を行い、求人と求職者の結合を高め、未充足求人の解消を図る。

①

4 4 業種・職種間ミスマッチ事業費 1,213,880 0 
希望する求人の範囲が極端に狭い、または範囲が特定できない等の理由により有効適切な求職活動ができず
にいる求職者に対し、効果的な求職活動のノウハウや留意事項の提供、セミナーの開催時の集団指導や適職
選択支援員による個別具体的な助言・相談を行うことにより求人と求職のミスマッチの解消を図る。

①

5 5 しごと情報ネットの運営 551,606 0 
官民連携した雇用情報システムである「しごと情報ネット」の運営を行うことにより、早期の再就職等労働者の福
祉の向上を図ることを目的とするもの。

⑤

6 6 関係機関との連携協力事業費 41,545 0 
公共職業安定所、無料職業紹介事業を実施している地方公共団体及び地域内の民間職業紹介事業所の職業
相談・紹介業務の担当者を集め、職業相談・紹介過程に関する情報交換等を行うとともに、職業相談・紹介技法
の向上を図る場として、官民交流会を実施する。

×

7 7 失業給付受給者等就職援助対策費 8,030,898 0 

失業給付受給者等に対する早期再就職の促進を図るため、各種の支援措置を行う。
・求人開拓の実施
・職業指導の強化
・就職面接会等の実施
・ハローワークにおける求人情報閲覧体制の整備
・ハローワークインターネットサービスの充実
・就職支援セミナーの集中的実施
・生活関連情報提供サービス事業の実施
・長期失業者防止策

①

8 8 人材銀行運営費 512,772 0 
人材銀行において、定年退職、企業の合理化等により離職した管理的職業、専門的・技術的職業に従事してい
た者を対象として、再就職の促進等を図る。

⑦

9 9 ハローワークプラザ運営費 3,335,686 0 
ハローワークプラザにおいて、求職者が適切な環境の中で幅広い求人情報等に簡易かつ効率的に接することが
できるようにするとともに必要に応じ職業相談・職業紹介等を行うことにより、求職者の求職活動の円滑化を図
る。

⑦

10 10 大都市圏就職サポートセンター運営費 832,562 0 関東及び関西の大都市圏において、求人情報の提供、職業相談・職業紹介を実施する。 ⑦

11 11 パートバンク運営費 1,708,726 0 
パートタイム労働市場の拡大に対応し、パートタイム労働力の適正な需給調整を図るため、パートタイム雇用の
需給が集中している大都市等を中心に、パートバンクを設置し、円滑な需給調整と雇用の安定を図るための総
合的なサービスを集中的かつ効率的に提供している。

⑦

12 13 マザーズハローワーク事業推進費 904,627 0 
マザーズハローワークを新設し、子供連れで相談しやすい環境の整備、地方公共団体等との連携による子育て
情報の提供、個々の希望を踏まえた相談・求人確保等の支援を行う。

⑦

14 15 職業紹介事業指導援助事業 216,206 0 
職業紹介事業従事者研修会及び職業紹介責任者講習会の開催等により、職業紹介事業者による事業の適正
かつ効果的な実施を図り、これにより求職者の早期就職等労働者の福祉の増進を図ることを目的とするもの。

④

15 16 労働者派遣事業雇用管理等援助事業 665,817 0 
派遣先に対する講習、派遣元事業主に対する雇用管理研修及び派遣元責任者講習の開催等により、派遣元事
業主による労働者派遣事業の適正かつ効果的な実施を図り、これにより派遣労働者の就業機会の確保、派遣
先における就業の適正化等労働者の福祉の増進を図ることを目的とするもの。

③

（別紙４）

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名

１　早期再就職の促進のための需給調整機能の強化

２　雇用機会の創出・雇用の安定

（１）中小企業における雇用機会の創出等

平成18年度三事業（雇用福祉事業）の精査結果表
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（単位：千円）

うち独法再掲分

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名

18 19 人材確保等支援助成金（中小企業人材確保推進事業助成金） 2,058,009 0 
中小企業労働力確保法に基づき、中小企業における雇用機会の創出、雇用管理の改善を図るため、事業協同
組合等の構成員たる中小企業者の雇用管理の改善を図るため、雇用管理の改善に関する調査研究等の事業
を行った当該組合等に対して、当該事業の実施に要した経費の２／３相当額を、３年間で集中的に助成。

④

30 35 地域職業相談室の体制整備について 606,037 0 市区町村の希望等を勘案し、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する地域職業相談室を設置し、市区町村 ⑤

40 45 人材確保等支援助成金（雇用管理研修等助成金） 60,880 0 
中小建設事業主等が雇用管理責任者等に労働者の雇用の管理に関して知識を習得させるための雇用管理研
修等を行う場合の経費助成等を行うもの

⑤

41 46 人材確保等支援助成金（福利厚生助成金） 128,328 0 
中小建設事業主等が作業員宿舎、食堂・休憩室等の現場福利施設等の整備改善及び期間雇用の建設労働者
に健康診断を受診させた場合の経費助成等行うもの

×

42 47 
人材確保等支援助成金（雇用改善推進事業助成金（建設業需給調整機能強化促進助成金
を除く。））

1,306,900 0 
中小建設事業主の団体等が、建設労働者の雇用管理の改善に関する目標値を設定し、当該目標値を達成する
ため、傘下事業主等を対象に諸事業を行う場合の経費助成等を行うもの

⑦

43 48 
人材確保等支援助成金（雇用改善推進事業助成金（建設業需給調整機能強化促進助成
金））

110,533 0 
中小建設事業主団体が、離職を余儀なくされる建設労働者等を対象に無料の職業紹介事業を実施しようとする
場合の初期経費の助成等を行うもの

③

45 50 港湾労働者就労確保支援事業費 106,640 0 
港湾労働者の雇用の安定と福祉の増進を図るため、港湾運送事業主や港湾労働者に対し、港湾労働者派遣事
業や雇用管理の改善に関する相談援助、各種講習等を実施。

⑤

46 51 港湾労働者派遣事業対策費 305,350 0 
港湾労働法に基づく指定法人が、港湾労働者派遣事業の実施に伴い指定港湾において港湾労働者の福祉の
増進を図るため、雇用管理者研修及び派遣元責任者研修等の雇用福祉関係業務を実施。また、港湾労働者派
遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあっせん業務を実施。

④

47 52 港湾労働者福祉支援事業費 200,181 0 
雇用・能力開発機構が設置する港湾労働者福祉センターを譲り受け、事業主に代わって当該施設を引き続き運
営する団体に対し、それに要する経費の一部を補助。

⑤

51 58 介護福祉助成金 151,137 0 

介護福祉助成金は、企業と介護クーポン運営協議会（職業紹介事業者の団体）が提携することにより、当該企業
の労働者（雇用保険の被保険者に限る。）及びその家族が協議会の発行する介護クーポンを利用し、職業紹介
事業者からケアワーカーの紹介を受ける場合には、当該職業紹介事業者がその手数料を割り引き（当該割引額
を助成）。労働者等が割安な費用で介護サービスを受けられるようにする制度である。

×

52 59 林業雇用改善推進事業費 504,350 0 
林業関係団体に委託し、林業事業体等に対して研修、相談指導等を実施することにより、雇用管理の改善を促
進するとともに、林業労働力確保のための職業講習・就職ガイダンス等を実施する。

⑤

53 60 農林業等就職促進支援事業費 63,786 0 
農業への就業を希望する失業者やフリーター等に対して、就農等支援コーナー等において求人情報の提供、職
業相談・紹介、農林業等関連各種情報の提供等を行い、農林業等への多様な就業を促進する。

⑤

54 61 林業就業支援事業費 519,932 0 
新たに林業への就業を希望する求職者を対象に、林業作業の体験等の講習や職業相談・生活相談を実施し、
林業就業に対する意識の明確化を図ることにより、林業への円滑な就業を支援する。

⑤

55 62 建設労働者需給調整適正化支援事業 45,281 0 

建設業の各企業において受注量に対応した必要な技能労働者の確保の円滑化を図るとともに技能労働者の雇
用を図るための需給調整システムの適正な運営等を確保するため、関係事業主団体や関係事業主に対する雇
用管理責任者講習等の実施を委託するとともに、需給調整システムアドバイザーを配置し、新たな需給調整シス
テムの運営に関する相談、助言を行う事業。

②

63 69 シニアワークプログラム事業費 7,174,657 0 
事業主団体の参画の下、雇用を前提とした技能講習、合同面接会等を一体的に行い、高齢者のより本格的な雇
用・就業を支援する。

⑤

64 71 高年齢者職業相談室運営費 954,751 0 
概ね５５歳以上の高年齢者を対象として、地方公共団体が行う生活相談との密接な連携を図りつつ、職業相談、
職業紹介を行うほか、求人者に対する雇用相談等を行う。

⑤

66 72 障害者就業・生活支援センター事業 1,027,980 0 
障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携の拠点とな
り、就業及びそれに伴う日常生活上又は社会生活上の相談・支援を行う。

⑤

（２）障害者の雇用の促進

（２）地域における雇用機会の創出等

（５）産業の特性に応じた雇用の安定

３　労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進

（１）高齢者の雇用の促進
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（単位：千円）

うち独法再掲分

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名

68 74 地域の関係者との連携による若年者雇用対策の推進 1,961,829 0 
各地域で増加する若年失業者、フリーターを安定した雇用機会に結びつけるとともに、学校在学中からの職業意
識啓発を通じ、これらの発生を未然に防止するため、経済団体等関係機関の連携の下、若年者に対する幅広い
就職支援メニューをワンストップで提供する。

⑤

69 75 若年者ジョブサポーターによる新規学卒者等のマッチングの強化 1,260,223 0 
ハローワークに若年者ジョブサポーターを配置し、中・高校生に対する早い段階からの就職活動準備から職場定
着までの一貫したきめ細かな就職支援を実施する。具体的には、学校訪問による就職希望者の個別の就職相
談や、進路指導担当者に対する援助、助言、就職希望に応じた個別求人開拓等を実施。

⑤

70 76 若年者職業意識啓発事業費（インターンシップ受入開拓事業のみ） 237,498 0 
若年者（学生）の職業観、勤労意識を高めることを目的として、経済団体との連携の下、インターンシップ（企業が
学生を一定期間受け入れ、仕事を体験させる仕組み）を受け入れる企業を個別に開拓するとともに、企業・大学
等への情報提供を実施。

⑤

71 77 無償の労働体験等を通じての就職力強化事業（ジョブパスポート事業）の推進 72,808 0 
ボランティア活動など無償の労働体験の活動実績を記録し、企業の採用選考に反映されるよう、「ジョブパス
ポート」の普及、内容の充実を図る。

①

72 78 企業と大学生等とのマッチングの推進 132,980 0 
各学生職業センター等において、未内定学生と未充足求人とのマッチングを推進するため、大卒求人サービス
推進員を活用した登録求人に対するきめ細かなフォローアップ等を実施する。

②

73 79 学生職業センター等における学生等の就職支援 1,052,285 0 
大学（大学院を含む）、短大、高等専門学校及び専修学校（以下「大学等」という。）の新卒者や、大学等を卒業ま
でに就職決定に至らなかった者及び大学等を卒業後早期に離転職する者であって、大学等新卒者と同様の採
用を希望する者について、広域的な求人情報の提供、職業指導、職業相談等の就職支援を行う。

⑤

74 80 若年者の職場定着促進事業 326,224 0 
新規高卒就職者をはじめとする若年労働者の職場等における様々な悩みに関する相談に応ずる事業を推進す
るとともに、地域の商工・業界団体等を主体として、若年労働者や中小企業の人事管理者を対象とした研修等、
地域において若年労働者の職場定着を促す総合的な取組みを推進する。

⑤

75 81 不安定就労若年者雇用安定促進事業費 276,879 0 
安定した雇用を希望する不安定就労若年者に対し、個別的・計画的に問題を解決するための具体的な支援を実
施することにより、円滑な就職促進を図る。

①

76 若者の募集採用方法等の見直しの推進 38,504 0 
経済団体の協力によるモデル事業の推進等、若者の募集採用方法等の見直しの取組みを推進する。（平成18
年度新規）

⑦

77 フリーター常用就職支援事業費の強化 316,554 0 
フリーターの常用雇用化を促進するため、全国のハローワークにおいて、若年者ジョブサポーター等の担当制に
よる一貫した就職支援を拡充実施する。（平成18年度新規）

⑦

78 若者の就業をめぐる悩みに対する専門的相談体制の整備 474,323 0 
全国のハローワーク、ヤングワークプラザ等において、専門的人材によるカウンセリングサービスを提供する体
制を整備し、若年の就業をめぐる悩みに的確に対応する。（平成18年度新規）

⑦

81 84 小規模事業被保険者福祉助成金 1,404,311 0 

小規模事業への雇用保険の適用を促進し、小規模事業労働者の福祉を増進させるため、小規模事業の事業主
の委託を受けてその雇用する労働者に係る雇用保険の被保険者に関する事務の処理を行う労働保険事務組合
（以下、「事務組合」という。）に対して助成金を支給することにより、事務組合がこれらの事務の処理を受けること
を促進する。

×

84 87 求人確保推進費 675,101 0 求人情勢が依然として厳しい地域において、求人を量的に確保するため、求人開拓を実施する。 ⑦

87 90 人材確保等支援助成金（看護師等雇用管理研修助成金） 15,460 0 

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、個々の事業主が雇用管理の改善に取り組む体制を整
備することを促進し、もって看護師等の人材の確保に資するものとするため、病院等の開設者等が雇用管理者
を選任し、当該雇用管理者に雇用管理に必要な知識を習得するための研修を受講させた場合、当該受講に要し
た費用を1人当たり5万円を限度に助成。

×

88 91 雇用関連事業ワンストップサービス 359,041 0 
公共職業安定所における地方公共団体等の雇用関連事業の利用者（求職者及び求人者双方）に対する利用者
の立場に立った総合的な情報提供等の実施などの雇用関連事業ワンストップサービス事業を実施する。

①

89 92 公共職業安定所の福祉マンパワー確保機能の強化等に係る経費 314,519 0 
福祉マンパワーの確保の拠点となる公共職業安定所（福祉重点ハローワーク）を各都道府県に1カ所指定し、福
祉分野での就業を希望する者に対する情報提供、講習、職業相談、職業紹介を行うとともに、福祉関係の事業
主に対する雇用管理改善を促進する。

①

（３）若年者の雇用の促進

（５）被保険者の福祉の増進

４　その他職業安定関係

- 18 -



（単位：千円）

うち独法再掲分

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名

90 93 雇用管理相談業務費 351,582          351,582 
労働者の能力発揮、職場適応の促進等を図り、中小企業等の雇用管理の改善の援助に資する、事業主団体等
の求めに応じて募集、採用、配置、能力開発等雇用管理全般に関する事項についての相談、技術的援助及び
情報提供を実施。

②

91 94 離職予定在職者職業相談コーナー運営費 25,605 0 
公共職業安定所において、特に再就職が困難な状況にある中高年齢層を中心とした離職を余儀なくされる在職
者に対し、在職中からの就職活動を援助し、その早期再就職を実現する。

×

92 95 日系人関係就労適正化等対策費 130,331 0 

日本語能力の不足による就職難、短期間の雇用契約を中心とした不安定な雇用形態等日系人の厳しい雇用状
況に対応するため、東京及び愛知に日系人雇用サービスセンターを設置し、日系人を対象に通訳を介した職業
相談、職業紹介、各種相談、情報提供等を実施。併せて、日系人の多い地域の公共職業安定所に日系人職業
生活相談室を設置し、各種相談を実施。

①

93 96 出稼労働者援護対策費 87,422 0 
出稼労働者の送出道県においては、出稼就労に伴う諸問題に対処するため、健康診断、送出地や就労地にお
ける相談活動等の出稼労働者援護事業を実施しており、厚生労働省においては、この援護事業に要する経費の
一部を補助し、出稼労働者の安定就労の確保と福祉の増進を図る。

×

94 97 職場適応援助者による支援の実施 1,007,184 1,007,184 
障害者の職場への適応を円滑にするため、障害者が働く職場に職場適応援助者（ジョブコーチ）を派遣し、障害
者、事業主、当該障害者の家族に対して、職場適応に向けたきめ細かな支援を実施する。

⑤

102 外国人労働者雇用対策費 231,821 0 

雇用管理アドバイザーを通じた専門的な指導・援助活動を行うこと。東京都、大阪府に設置している外国人雇用
サービスセンターの適正な運営の確保を図ること。外国人雇用サービスコーナーについて、外国語による外国人
求職者等へのサービスの充実を図るとともに、６ヶ国語に翻訳したパンフレットを作成・配布し、必要な援助を行う
こと。外国人雇用状況報告の実施及び周知を行うこと。

⑦

103 人材地方就職促進事業 150,449 0 地方就職希望者に対する相談・援助や広域職業紹介等を実施することにより人材の地方への移動促進を図る。 ⑦

106 中高年齢者紹介予定派遣に係る周知広報 8,096 0 
中高年齢者の紹介予定派遣に係る活用事例集を作成して周知・広報を行うことにより、中高年齢者の紹介予定
派遣の促進を図る。

×

110 労働者の募集・採用に関する実態調査 10,103 0 

労働者の募集・採用に当たって、インターネットを通じたエントリーシートの提出を求める事業主が、どのような情
報を収集し、また、それをどのように保管、使用及び管理し、最終的に破棄しているのか等の実態を調査する。ま
た、新たな人材ビジネスとして、採用代行サービス業が展開されつつあるが、新たな施策の必要性等を把握する
ため、その実態についても併せて調査を行う。

×

124 青年海外協力隊員就労支援事業費 7,423 0 
ハローワークと国際協力機構の連携を強化し、国際協力機構の行う進路希望調査等を活用した就労支援の実
施、隊員向け集団面接会の実施、隊員向けハローワーク利用手引きの作成・配付等を行い、隊員に対する就労
支援を強化する。（平成18年度新規）

⑦

145 120 技能実習制度推進事業費 160,087 0 

技能実習制度は、より実践的な技術、技能等の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う
「人づくり」に協力することを目的とし、一定期間の研修を経た外国人研修生に対し、研修成果等の評価を行い、
一定の水準に達したこと等の要件を満たした場合に、その後雇用関係の下で最大２年間、技術、技能等を修得
するものである。本制度の適正かつ円滑な推進を図るため、（財）国際研修協力機構（JITCO）に委託し、受入れ
企業、技能実習生等に対する指導援助等を実施している。具体的には、技能実習制度に係る研修生の斡旋、研
修生等の

①

176 138 仕事と家庭の両立に関する意識啓発推進事業 130,970 0 

仕事と家庭を両立しやすい社会的気運の醸成を図り、仕事と育児・介護等との両立について労使の理解を深め
るため、ポスター、リーフレットの作成やシンポジウムの開催等、積極的な広報・啓発事業を実施するとともに、企
業の「職業家庭両立推進者」に対する研修や両立指標を活用したファミリー・フレンドリー取組促進事業を実施す
る。

⑦

177 139 均衡処遇推進事業 15,801 0 
パートタイム労働者の均衡処遇推進のため、意欲のある事業所に対して、人事労務管理の専門家を派遣し具体
的助言を行うとともに、その取組成果を他の事業主にも波及させるための使用者会議を開催。さらに、取組状況
を事業主が自己チェックできる「診断表」を配布し、事業主の取組を促す。

②

８　多様な訓練機会の確保　

１１　雇用均等・両立関係
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（単位：千円）

うち独法再掲分

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名

179 141 女性の能力発揮促進事業委託費 329,224 0 

女性労働者がその能力を十分に発揮できる職場環境を整備することを目的として実施する「女性雇用管理推進
援助事業」の一つである当事業は、業種別使用者会議や企業診断などを通じて、個々の企業における具体的な
ポジティブ・アクションの取組を促進、援助するとともに、個々の企業の実態に応じて、実効あるセクシュアルハラ
スメントの防止の取組に対する援助を行うことにより、女性労働者がその能力を発揮できる職場環境整備に資す
るものである。

⑤

180 142 女性と仕事の未来館運営経費 256,398 0 
女性と仕事の未来館は、働く女性及び働きたい女性を支援するための事業を総合的に展開する全国唯一の事
業拠点であり、女性がその能力を十分に発揮して働くことができるようサポートするために、能力発揮事業、相談
事業などの支援事業を総合的に実施する。

①

181 143 育児、介護等を行う労働者のための相談援助事業 332,713 0 
家族的責任を有する労働者が、育児、介護、家事等に関する各種サービスを必要に応じて享受できるよう、これ
らについての相談を受け付けるとともに、地域の具体的な情報を電話等により提供する相談援助事業を実施す
る。

①

184 再就職希望者支援事業 414,118 0 
育児などにより離職し、再び職業に就くことを希望する者は、育児などの時間的制約から再就職に向けた取組を
集中的に行うこと等が難しいことから、再就職希望者に対し、本格的な求職活動を開始する前の準備段階から、
職業意識の向上、職業能力の開発などに役立つ支援を行う。

⑦

187 女性雇用管理推進援助費（女性の能力発揮促進事業委託費を除く。） 114,536 0 
　女性労働者がその能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、企業に対して、必要な研修及び情報の
収集・提供等を行い、ポジティブ・アクションの自主的な取組を促すとともに、セミナー等の開催及びセクシュアル
ハラスメントカウンセラーの設置により、セクシュアルハラスメント防止対策を推進する。

⑦

190 総合的短時間労働者対策推進費 608,416 0 
短時間労働問題に関する研究会、講習会、公正かつ多様な働き方導入に向けた事業、その他、パートタイム労
働者の雇用管理の改善を図ることを目的とした総合的支援事業を実施する。

⑦

196 短時間労働者雇用管理改善等助成金 102,000 0 
正社員と共通の評価・資格制度の構築、短時間正社員制度の導入等、パートタイム労働者の均衡処遇に向けた
事業主の取組を支援する。

⑦

197 145 中小企業財形共同化支援事業助成金 64,616 0 
中小企業が事務代行制度を活用することにより、一層の財形制度の普及を図るため、事務代行制度の普及に
関する業務を行う法人である事業主団体に対し当該業務等に要する費用を４５０万円を限度に最長３年間助成。

×

198 146 貸付金 409,241 0 勤労者が自ら居住するための住宅を建設するために必要な資金等を事業主等に融資。 ×

199 147 勤労者財産形成促進助成金（財産形成貯蓄活用助成金） 12,163 0 
財形貯蓄活用給付金制度（一般財形貯蓄を行う勤労者が育児・教育等生涯の節目となる事由に対して50万円
以上の払出しを行った場合に事業主が支援する制度）を導入した企業について、勤労者に財形貯蓄活用給付金
を支払った事業主に対し、当該給付金の額に応じて一定額（８千円～１１万７千円）を支給。

×

200 148 勤労者財産形成促進助成金（勤労者財産形成助成金） 1,001 0 

中小企業への財形給付金制度及び財形基金制度（勤労者の財産形成を援助するために、事業主が財形貯蓄を
行っている勤労者のために毎年定期的に金銭を拠出する制度）の導入を促進するため、給付金契約及び基金
契約に基づき拠出する中小企業の事業主に対し、拠出金及び基金契約の一定割合（３％～３０％）を７年間助
成。

×

201 149 中小企業退職金共済事業費 6,083,555 0 
労働保険特別会計雇用勘定により掛金助成を行い、中小企業退職金共済制度への加入あるいは掛金の引上
げに伴う事業主負担を軽減し、退職金制度の普及及び退職金水準の向上を図る。

⑤

202 150 勤労者マルチライフ支援事業経費 147,207 0 

勤労者が希望に応じてボランティア活動に参加することができるよう、事業主団体、ボランティア関係団体と連携
しつつ、ボランティア参加を希望する勤労者とその受入先とのマッチング、情報提供・相談活動、企業の担当者を
対象としたセミナー、勤労者を対象としたガイダンスの開催等を実施し、勤労者のボランティア活動への参加に向
けての基盤整備を図る。

×

203 151 中小企業勤労者総合福祉推進費 754,454 0 

中小企業による総合的な福祉事業対策の充実に向けた共同福祉事業の実施体制を確立するため、中小企業の
勤労者と事業主が相協力して「中小企業勤労者福祉サービスセンター」を設立し、当該センターが在職中の生活
の安定、健康の維持増進、老後生活の安定等総合的な福祉事業を行うことに対し、国が助成を行い、中小企業
勤労者の福祉の向上を図る。

×

１３　国際関係その他

１２　財形・中退関係
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（単位：千円）

うち独法再掲分

精査類
型

　　事　業　概　要No.
　　平成１8年度予算額目標

設定
事業
No

　　　事　　業　　名

206 152 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金 2,687,898 0 

労働政策の立案や労働政策の効果的で効率的な推進に寄与し、労働者福祉の増進と経済の発展に資すること
を目的として以下の業務を行う。

①　労働政策についての総合的な調査及び研究
②　労働政策についての情報及び資料収集・整理
③　労働政策の研究促進のための研究者及び有識者の海外からの招へい及び海外への派遣
④　調査研究結果等の成果の普及及び政策の提言
⑤　厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員等に対する研修

別紙５

207 153 国際労働関係交流事業委託事業 548,594 0 
アジア太平洋諸国、アフリカ、中南米諸国等の使用者団体及び労働組合の関係者を対象に、日本への招聘、現
地セミナーの開催等を行うもの。

②

219 産業労働動向調査費 3,025 
企業の動きを迅速かつ包括的に収集するため、時機を得たテーマを設定し、個別企業及び業界団体等の人事・
労務担当者を招いて各業界の実情等の情報を直接収集するために産業労働事情懇談会を開催する。

×

220 154 個別労働紛争対策 570,656 0 
①総合労働相談窓口の運営
②個別労働関係紛争の自主的解決の援助
③都道府県労働局長による紛争解決の援助

⑤
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（別紙５）

各独立行政法人の交付金事業の精査結果

独立行政法人に対する運営費交付金については、制度上、使途の内訳を特定しない、いわば「渡しき
りの交付金」として運用することとされているところであるが、交付金の財源である雇用保険三事業の

、 、 、費用負担者が事業主のみであることを踏まえ 各独立行政法人に対し 今回の精査結果を重く受け止め
適正・的確かつ効率的に使用されることが強く望まれる。

今後、雇用保険三事業による交付金を使用した事業について、継続的監視を行うことが必要であり、
各独立行政法人に対し、今回の精査結果への対応状況について公表等透明性を高めることが強く望まれ
る。

○ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に対する交付金

交付金で実施する事業については、概ね中期目標・中期計画に沿って実施されており、一定の効果
を挙げている。

ただし、人件費のラスパイレス指数が相当程度高いことや個別事業ごとの費用対効果が十分把握さ
れていないこと等課題もある。

、 、 。このため 事業の一層の効率化を図るとともに 人件費及び物件費の抑制を図ることが適当である
このような取組により、年間の交付金額を引き続き抑制することが適当である。

○ 独立行政法人雇用・能力開発機構に対する交付金

交付金で実施する事業については、概ね中期目標・中期計画に沿って実施されており、一定の効果
を挙げている。

ただし、人件費のラスパイレス指数が相当程度高いこと、個別事業や所管施設に係る費用対効果が
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十分把握されていないこと、他の民間訓練機関と訓練科目が類似しているものがあるとの指摘もある
等課題も多い。

このため、私のしごと館やアビリティガーデンといった所管施設に係るさらなる市場化テストや民
間委託の導入、職業能力開発施設における訓練科目の不断の見直し等により、事業の一層のスリム化
・効率化を図ることが適当である。

また、人件費の総額やその割合を抑制することが適当である。
このような取組により、年間の交付金額を大幅に圧縮することが適当である。
さらに、中期目標・中期計画を、上記の点を踏まえ、前倒しで見直すことを検討すべきであり、交

付金額の圧縮に当たっては、中期計画における削減目標に向け、可能な限り前倒しで進めることが適
当である。

○ 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対する交付金

交付金で実施する事業については、概ね中期目標・中期計画に沿って実施されており、一定の効果
を挙げている。

ただし、人件費のラスパイレス指数が相当程度高いこと、研究成果の活用状況が国民からみて具体
的に明らかでない等課題もある。

このため、失業等給付の事業に資するようにするため、雇用福祉事業としての調査研究事業は廃止
し、雇用安定事業又は能力開発事業に該当するものに再編・整理することが必要である。

このような取組により、年間の交付金額を引き続き抑制することが適当である。
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(参考）

（単位：億円、％）

17年度 18年度

予　算 決　算 予　算 決　算 予　算 決　算 予　算 決　算 予　算 決　算
（予算） （予算）

5,561 5,324 5,516 5,347 5,263 5,255 5,081 5,123 5,132 5,193 5,134 5,391 

7,208 6,015 6,891 5,839 6,168 4,854 5,770 4,124 5,073 3,892 4,771 4,167 

(　 83.4) (　 84.7) (　 78.7) (　 71.5) (　 76.7)

雇 用 安 定 事 業 3,939 2,968 3,697 2,917 3,110 2,161 2,772 1,689 2,400 1,557 2,225 1,794 

能 力 開 発 事 業 1,942 1,880 1,928 1,724 1,884 1,727 1,766 1,509 1,537 1,432 1,482 1,409 

雇 用 福 祉 事 業 1,256 1,158 1,197 1,191 1,116 957 1,052 917 1,006 893 945 873 

4,274 3,174 3,914 3,139 3,296 2,213 2,698 1,504 2,215 1,345 2,030 1,619 

(　 74.3) (　 80.2) (　 67.1) (　 55.7) (　 60.7)

▲ 1,647 ▲ 691 ▲ 1,375 ▲ 492 ▲ 905 401 ▲ 689 999 60 1,301 362 1,223 

3,102 2,609 3,011 4,010 5,312 5,674 6,897 

（注）１．「収入」に掲げた額は、保険料収入である（15年度及び16年度決算の収入を除く）。

　　　２．16年度決算の収入は、保険料収入5,132億円、雑収入61億円（独立行政法人雇用・能力開発機構納付金60億円、雑入1億円）の合計である。

　　　３．予算の「支出」には、予備費（12' 60億円、13' 60億円、14' 49億円、15' 170億円、16' 120億円、17' 110億円、18'80億円）が計上されている。

　　　４．（　 ）内は、それぞれ予算に対する執行率である。

　　　５．数値は、それぞれ四捨五入している。

16年度

三 事 業 関 係 収 支 状 況

14年度 15年度13年度12年度

支出のうち助成金

安 定 資 金 残 高

収 入

差 引 剰 余

支 出
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見
直

し
検

討
会

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

（
平

成
１

８
年

５
月

１
８

日
（

木
）

）

・
雇

用
保

険
三

事
業

の
見

直
し

に
つ

い
て

（
こ

れ
ま

で
の

議
論

の
整

理
）

●
雇

用
保

険
三

事
業

見
直

し
検

討
会

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

（
平

成
１

８
年

６
月

３
０

日
（

金
）

）

・
雇

用
保

険
三

事
業

の
見

直
し

に
つ

い
て

（
雇

用
保

険
三

事
業

の
見

直
し

に
つ

い
て

（
案

」
に

つ
い

て
）

「
）

○
雇

用
保

険
三

事
業

見
直

し
検

討
会

（
平

成
１

８
年

７
月

２
６

日
（

水
）

）

・
雇

用
保

険
三

事
業

の
見

直
し

案
に

つ
い

て
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雇
用

保
険

三
事

業
見

直
し

検
討

会
・

参
集

者

（
日

本
経

済
団

体
連

合
会

）

紀
陸

孝
（

専
務

理
事

）

片
野

坂
真

哉
（

全
日

本
空

輸
（

株
）

人
事

部
長

）

川
本

裕
康

（
労

政
第

一
本

部
長

）

遠
藤

寿
行

（
経

済
第

三
本

部
副

本
部

長
）

（
日

本
商

工
会

議
所

）

伊
藤

雅
人

（
労

働
委

員
長

、
オ

ー
デ

リ
ッ

ク
(
株

）
社

長
）

坪
田

秀
治

（
理

事
・

産
業

政
策

部
長

）

（
全

国
中

小
企

業
団

体
中

央
会

）

山
崎

克
也

（
常

務
理

事
）

原
川

耕
治

（
調

査
部

長
）

（
厚

生
労

働
省

）

鈴
木

直
和

（
職

業
安

定
局

長
）

高
橋

満
（

職
業

安
定

局
次

長
）

熊
谷

毅
（

労
働

基
準

局
総

務
課

長
）

生
田

正
之

（
職

業
安

定
局

総
務

課
長

）

杉
浦

信
平

（
職

業
能

力
開

発
局

総
務

課
長

）

香
取

照
幸

（
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
）

川
口

達
三

（
労

政
担

当
参

事
官

）
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